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論文要旨 
所属：国際文化研究科国際文化専攻 

氏名：江軍哲 

 

中国では 56民族以外のエスニックグループが存在している。彼らは「未識別民族」と

呼ばれ、何らかの理由で民族識別調査組に独自の「民族」として認定されなかったエスニ

ックグループである。彼らは、独特なアイデンティティを持っているため、国から一個の

少数民族として認められないにも関わらず、自らは少数民族であると主張している。本研

究の研究対象となる穿青人もまさに代表的な未識別民族の 1つである。 

青
チン

色1の服装を着ているため、周囲の民族からは「穿青人」と呼ばれたが、彼らのルーツ

をめぐってはさまざまな見解がある。費孝通（1955）による「漢族の末裔説」や『重新識

別報告』（1986）による「土人」説、楊然による「融合」説は代表的な言説である。 

本論文は、このような穿青人の民族成分を判断するというより、「穿青人のアイデンテ

ィティの構築」について議論し、穿青人アイデンティティの形成や発展を明らかにしてい

く。 

費による「穿藍人
チュアンランレン

と2差をつけたいため、自分たちの服飾の色を強調した」（費、1980、

p152）の主張以来、楊も周も「穿青人の服装がアイデンティティの維持に影響した」と同

様の論を述べている。しかし、その観点はアイデンティティ構築に影響する要素の可変性

を無視しているように思える。 

では、歴史において、穿青人のアイデンティティはいかに構築されてきたのか。それを

解明するために、文献調査だけでなく、2018年 9月及び 2019年 1月に、筆者は貴州省織

金県を中心に、県城近くの以那
い な

鎮、桂果
け い か

鎮を含め、2 回のフィールドワークを実施した。

この論文は、2回の調査で得られたものを踏まえ、穿青人アイデンティティの構築過程を

明らかにして、自分が提出した仮説「現在、『服装』より、信仰である『五顕神
ウシェンシェン

』こそが、

穿青人アイデンティティを維持させる要素である」ということを検証していく。 

第一章ではまず、穿青人の概況（人口、風俗、居住地など）を述べるとともに、穿青人

のルーツに関する 3つの言説を取り上げ、彼らのルーツについて分析していく。特に、穿

青人の名称の変遷を切り口に、穿青人のルーツや発展過程を分析する。 

第二章ではまず、歴史における穿青人の民族成分を紹介する。第一章の最後で明らかに

した穿青人の発展過程を背景に、違う時期ごとの国家の政策や当時の人々のアイデンティ

ティの方向性をまとめ、穿青人の民族成分の変化過程を説明する。さらに第二節の「中華

人民共和国成立後の穿青人民族成分問題の経緯」では、単に各時期の穿青人に対する政策

を紹介するのみならず、民族優遇政策などにも言及し、総合的に分析する。最後は穿青人

内部の認識について、インタビュー結果や先行研究を踏まえて紹介していく。 

第三章は、穿青人アイデンティティに影響する諸要素、いわゆるアイデンティティシン

ボルについて紹介する。服や信仰を紹介し、仮説を検証すると同時に、歴史における穿青

人アイデンティティに影響する諸要素の重要性について考察した。 

                             
1
 中国の青色は、黒に近い色である 
2 後に来た漢族を指す、彼らは、藍色の服を着ているため、穿藍人と呼ばれている 
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このように、今回の研究では、先行文献を参照し、穿青人のルーツを分析し、民族の二

重性が形成された理由を明らかにした。その上で、穿青人アイデンティティはいかに構築

され、集団の発展により構築の核はどう変化してきたのかを解明した。その変化の過程は、

以下のようである。 

穿青人アイデンティティは、主に五顕神により構築された。その後外部と対抗する中で、

よりわかりやすい服装がエスニックシンボルとされ、他民族との関係性により、時には漢

族としてのアイデンティティを強化し、時には非漢族としてのアイデンティティを強化し

た。異なる時期においては違う方向性が現れたとしても、一個の集団であるという認識は

強まった。外面的な特徴である服装は時代により影響力が上昇したり、低下したりするが、

内面的な特徴である五顕神はずっと彼らのアイデンティティに影響し続けてきた。現在、

服装の影響力が低下することにより、穿青人のアイデンティティを維持させているのは、

信仰である五顕神だ。 

しかし、参与観察の時間的、空間的制約があったため、最後に出したその結論は決して

間違いがないとは言い切れない。また、他の民族と同様に、現代化に伴い、穿青人の文化

は衰退してきた。今後、五顕神と服装の 2つのエスニックシンボルとも消滅したら、その

時穿青人のアイデンティティは維持できるのかも一つの課題となっている。 
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序章 

はじめに 「青
チン

」1の服を着る人々 

中国西南部の貴州省には、「穿青人」と呼ばれるエスニックグループが存在している。

その名の由来は、「青」の服を着ているからである。清咸豊
かんぽう

2『安順府誌・地理志・風俗・

十一』は「…里民子
リ ミ ン ズ

…青色の服を尊んだいる、婦人は纒足3しない…」と記載しているが、

それは歴史上にずっと定着して来た名称ではない。第 1 章で紹介するように、時期によ

り、彼らの名称も変わってくる（文献上では「土人」4「里民子」などの名称が挙げられ

る）。 

現在、穿青人は貴州省畢節
ひっせつ

、安順地域を中心に居住しており、第 5回人口調査（2000年）

の結果によると、貴州省省内において、「穿青人」は約 67万人で、貴州省総人口の 1.7％

を占めている。風俗や言語は周囲の他民族と異なり、民族独自の特徴を持っているため、

彼らは、自らを単一の少数民族だと主張している。しかし、その主張は正式に認めてもら

えず、彼らは未だ「未識別民族」として扱いされている。 

このように、国から単一の民族として認められていない穿青人は、長年に亘って、どの

ように自分のアイデンティティを構築してきたのだろうか、そして、各時期におけるアイ

デンティティ構築の核はなんであろうか。私は、これらの問題を解明するために、研究を

進めてきた。 

では、穿青人アイデンティティの構築過程に入る前に、まずは「未識別民族」の概念を

述べておこう。 

 

第一節 「未識別民族」の形成及び位置づけ 

周知のように、中国は漢民族と 55 個の少数民族からなる多民族国家である。しかし、

それは必ずしも歴史的に定着していたものではない。中華人民共和国が建国した当初、国

家から認定されていたのは 9 つの民族5だったが、1950 年から 1954 年までは 38 になり、

1978年にはさらに 16 民族が識別され、認定された少数民族数が 54 になった。1979年ジ

ノー族が識別されたことにより、中国の少数民族は 55 になった。松本光太郎（1995）が

言ったように、中国の 55 民族は国家の識別政策により生じたものであり、その識別の過

程は、国家が民族の認知を行い、彼らに民族のステータスを与える政治的な行為である。

その行為は、民族識別工作6と呼ばれる。毛里和子（1998）は、民族識別工作を通じて、フ

ロンティア地域の原住民を中華人民共和国の「人民」として統合できたと指摘した。また、

識別工作は、区域自治政策や人民代表大会の選挙など、民族優遇政策の実施に重要な意味

がある。 

このような重要な役割を持っている民族識別工作は、エスニックグループ側からの自己

                             
1 中国の青色は、黒に近い色である。 
2 西暦 1850年-1861年。 
3 幼児期より足に布を巻かせ、足が大きくならないようにするという、かつて中国で女性に対して行わ

れていた風習をいう（ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%8F%E8%B6%B3 最終ア

クセス 2019年 10月 15日）。 
4 土人は、当時漢族の村以外の住民を指す、一種の蔑称でもある。 
5 モンゴル族、回族、チベット族、ウイグル族、ミャオ族、彝族、ヤオ族、朝鮮族、満州族。 
6 このような民族識別工作は、後の民族区域自治制度の土台にもなっている。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%8F%E8%B6%B3
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申告に基づき、言語、居住地、経済生活や共同意識などの要素（スターリンによる民族の

4つの特性7 ）を総合的に分析し、「科学的」にエスニックグループを「民族」であるか否

かを判断する過程である（費、2014、p5）。しかし、結果から見れば、識別工作の判断基

準は必ずしも客観的なものではない。ここではジノー族を例に説明する。1979 年の公式

説明によれば、ジノー族は、①言語はイ語に近いが独自の特徴がある、②経済、文化など

の面で固有の特徴を保持している、③民族自身の願望の 3つによって、単一の民族に認定

された。それに対し、毛里（1998）は、「前二者は絶対的な根拠とは言えず、結局決め手

になったのは第三番目の『民族の願望』である」と指摘した（毛里、1998、p63）。毛里は

ジノー族が一個の民族として認定されたのには、民俗学者の杜
と

玉亭
ぎょくてい

の熱心な支持と何ら

かの関係があるかもしれないとしている。このように、民族識別工作は、必ずしも客観的

な判断基準が存在するのではなく、政治、社会関係など諸事情も影響する。 

客観的ではないと指摘されたこと以外にも、漢族の認識に基づき「創造」された民族も

あるという指摘も存在する。稲澤努は「彝族に関しても……むしろ、革命以前の学者たち

が書いた著作や中国人にとっての民俗カテゴリーの中に、既に大部分存在している特徴を

正当化し、強化するために用いられたとされ、革命以前から漢族によって書かれてきた

『歴史』の中のカテゴリーが『民族』とされたのである」と指摘した（稲澤、2016、p50）。

それはまるで鈴木正崇が言ったように、「結果的には、当事者の主観は反映されず、調査

者の判断による『客観的』な共通性が識別の基準とされ、内部の細かな差異は考慮されな

いで、外部から規定されるままに民族が確定された」（鈴木、1993、p223）。民族当事者自

身の意見を無視し、調査者側の都合で民族を「識別」するのも、民族識別工作中における

問題点の 1つである。 

このように、スターリンによる民族の定義の 4 つの基準に従ったとされる民族識別工

作は、実施過程において多様な不合理なことがあり、それらのことにより、1980 年代に

終わった民族識別工作は、決して完璧なものとは言えず、むしろ、様々な問題点が残され

ているとも言える。本論文の対象になる「未識別民族」も、民族識別工作の残された問題

の 1つと考えられる。 

未識別民族とは、何らかの理由で民族識別調査組に単一の民族として認定されなかった

エスニックグループである。彼らは、独自のアイデンティティを持っているため、自らは

単一の少数民族であると主張している。筆者は未識別民族を以下の 3 パターンに分けて

みた。まずは、政治的な理由によって、未識別にされたエスニックグループ。例として挙

げられるのはチベットに居住している僜人
デンレン

である。人口過少やパンチェン・ラマ 10世か

ら反対されたため、僜人の民族成分は「その他」（つまり未識別民族）に分類された（莫

非、2008）。次に、複数の調査組の「識別結果」が異なり、中央政府の決断で他民族の下

位集団にされたが、その結果と自己認識とが異なったため、「未識別」になったエスニッ

クグループ。本研究の研究対象である貴州省の穿青人は、まさに典型的な例である。彼ら

は費孝通により漢族の末裔と認定されたが、その結果に納得できず、何度も再調査を申告

した。80年代には少数民族であると識別されたが、最終には中央政府の決断により、「そ

の他」に分類された（第一章第三節参照）。最後のは、集団内部の意見は無視され、調査

者の都合で他の民族に分類され、他民族の「下位集団」になったエスニックグループ。そ

                             
7 共通の言語、共通の地域、共通の経済生活、共通の民族文化特性に表れた共通の心理素質（民族意

識）。 



3 

 

の例の 1 つとして摩梭人
モ ソ レ ン

があげられる。四川省に住んでいる摩梭人はモンゴル族に分類

されたが、雲南省側の摩梭人はナシ族に分類され、同じ民族でありながら、居住地により

異なる民族とされた（哈斯額爾敦、2008）。しかし、摩梭人自身はその結果を認めず、抗

議した結果、現在でも公式には単一の民族として認められてないが、身分証には「ナシ（摩

梭）」として変更できる。 

以上のように、「未識別民族」は民族識別工作における残された問題であり、何らかの

理由で自らの意思が無視され、結局他の民族に分類されたが、それに強く反対した結果、

政府が妥協して生じた名称である。では「その他」に分類された彼らは、「民族優遇政策」

の対象になるのか。具体的な内容は第二章第二節で説明するが、結論から言えば、彼らも

優遇政策の対象である。 

「未識別民族」の 1つである穿青人についての研究は、どうなっているのだろうか。 

 

第二節 穿青人に関する研究 

中国民族研究の重鎮である費孝通は、「中華民族多元一体論」の土台を作った人として

知られている。1951年に出版された『兄弟民族在貴州』の中で、費は穿青人について以下

のように書いていた。 

 

「…それ以外、人口が少ない少数民族も存在する。このような少数民族の中にも 2つの

パターンがある。１つは…もう１つは、早い時期に（貴州省に）侵入した漢族軍隊である

…彼らは、既に少数民族に同化されたため、後に来た漢族には同じ漢族として認められて

ない。そのため、現在は彼らを『少数民族』に分類した。このような『民族』は居住地域

によって違う名前を持っている。例えば、南京人、里民子、穿青など」（費、1951、p9） 

 

穿青人のことについてはあまり具体的に書いてないが、それは中華人民共和国建国以

降、初めて「穿青人」という用語が出ていた研究資料であり、後述の 1980 年論文の土台

にもなっている。 

1980年、費孝通は「関于我国民族的識別問題」で、穿青人は明代江西からの屯軍の末裔

であると主張している。明代洪武年間、中央政府はミャオ族などの非漢族を「遠く竄
かく

れ」

させるため、兵士を徴発し、屯
ドン

・堡
バオ

という軍事システムを設置した。屯はさらに、軍人か

らなる「軍屯」と庶民主体の「民屯」に分かれている。穿青人は、民屯の末裔であると指

摘されている。つまり、穿青人は明代に貴州に移住してきた漢族の末裔であり、少数民族

ではない。 

2006年、楊然
ようぜん

は博士論文「穿青人問題」において、文化、人口、言語、心理などの角度

から穿青人を分析した。楊は、それらの分析に基づき、穿青人のルーツについて新たな論

点を示している。彼は、現在の穿青人集団は、様々な集団が移住する中で、穿青人集団に

入り、新たに構築された集団であると指摘している。楊によると、穿青人の内部は、明代

からの移民もいれば、当地の「土人」も一部含まれている。いわゆる、移住と再移住の過

程で、穿青人は他のエスニックグループを吸収し、今の穿青人になったとしている。例え

ば、居住地は穿青人と隣接している「屯堡人
トンパオレン

」は、かつては穿青人と同じく「里民」（ま
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たは里民子）と呼ばれていた。楊然は、穿青人や屯堡人の中でも人数が多い存在である陳

姓の家譜を比較し、彼らは同じ先祖を持っていることを確認した。楊によれば、穿青人の

陳姓の一部は、元々屯堡人であり、移住の過程により穿青人になった。 

一方、日本の文化人類学者である塚田誠之は屯堡人を研究している 1 人である。塚田

（1998）によれば、屯堡人は明代江南地域からの屯軍の末裔であり、その後、一部の屯堡

人は彝族になり、一部の屯堡人はそのまま「屯堡人」と名乗っている。塚田は、屯堡人と

彝族の関係から分析し、集団が漢族かどうかを判断する要因8を指摘した。彼の研究によ

り、どの民族に分類されるのかは、「他者との民族間関係」、「国家の政策」と「当時の人々

（当事者）のアイデンティティの方向性」という 3 つの要因に影響されるという（塚田

1998、p72）。 

以上 3人の観点に基づき、穿青人を分析してみると、このような仮説が出せる。明代江

南地域の軍隊が貴州省に入ってから、長い間に漢民族と接触できないため、少数民族に同

化され、少数民族の一部の特徴を吸収した。その後、朝廷からの支援が少なくなり、「屯」

「堡」が消えてしまい、それに戦争などの外部要素に加え、彼らは移動し始めた。しかし

社会的に不安定で、長く同じ地域に定住できず、再移動を繰り返した。その移動と再移動

の過程で、「穿青人」「屯堡人」などの各エスニックグループが生じた可能性が考えられる。

この仮説は、第二章で検証していきたい。 

では彼らのアイデンティティはどのように構築されてきたのか。ここですこしアイデン

ティティについて説明しておきたい。 

1950年、エリク・H・エリクソンが「自己同一性」という概念を提唱して以来、アイデ

ンティティについて世界中で多くの研究がなされた。人類学はもちろん、心理学、哲学、

言語学など様々な分野でその概念が使われている（丸井、2012）。このような諸々の概念

の中で、本論文では、『世界民族問題事典』（2005）による「民族アイデンティティ」の概

念を使用する。同事典には「民族アイデンティティとは、人が一定の民族的所属、または

民族的なもの（言語、宗教、文化、歴史など）と自己との結びつきを意識的、無意識的に

取りこんで自己定義を行うとき、成立するといえる。その内容としては、固有の言語や文

化への愛着、民族の一員であることの誇り、他からの差別や排斥の経験に基づく連帯感な

どの様相が指摘される」と宮島喬が定義した。 

また、アイデンティティの機能について、ノルウェーの人類学者であるトーマス・ハイ

ランド・エリクセン）は「エスニック・アイデンティティは、過去とのつながりを個人に

確信させるエスニックな所属感に普遍で安定した核となる存在があると思わせる」と定義

した（エリクセン、2006、p136）。 

このように、民族的なものから生まれてきたアイデンティティは、過去との継続を具体

化させ、エスニック・グループを安定させる機能をもっている。穿青人の場合、集団を安

定させるため、どのようなものをエスニック・シンボルとしたのか。 

費による「穿 藍 人
チュアンランレン

と9差をつけたいため、自分たちの服飾の色を強調した」（費、1980、

p152）の主張以来、楊も周も「穿青人の服装がアイデンティティの維持に影響した」と同

様の論を述べている。しかし、その観点はアイデンティティ構築に影響する要素の可変性

を無視しているように思える。 

                             
8 人々が歴史的過程において、他者との民族間関係や国家の政策、そしてそれらに直面した時の人々の

アイデンティティの方向性によっては、漢族の下位集団を形成したり別の非漢民族となったりする（塚

田 1998）。 
9 後に来た漢族を指す、彼らは、藍色の服を着ているため、穿藍人と呼ばれている。 
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歴史から見れば、穿青人は穿藍人に蔑視されたり、「サル」と蔑称されたりした歴史が

ある。そうした歴史があったので、彼らは穿藍人と同じに見られたくない。そこで自らの

服の色である「青」を強調し、穿藍人と差をつけた。その時期に、外部と対抗するために、

「服装」はアイデンティティ構築の核になったとは言える。 

しかし、清末民国初に行われた「移風易俗」や中華人民共和国入った政策的な移住によ

り、今服装を保留しているのは、一部の人に過ぎない。現在において、このような限定さ

れた地域にしか残っていない服装が本当に穿青人のアイデンティティ構築の核と言って

よいのか。むしろ、現在の穿青人のアイデンティティを維持させているのは、穿青人の生

活に密接した「五顕神」という信仰ではないだろうか。楊然（2006）によると、穿青人は、

五顕神を尊い存在として、基本的にはすべての穿青人の家で祀られている。穿青人にとっ

ては、家に「五顕壇10」があるかないかで穿青人か否かの判断材料となっている。他の民

族にはみられないこの風俗は、「穿青人」アイデンティティの形成にとって、重大な役割

を果たしたといえるだろう（屯堡人にも五顕神があるが、穿青人のとは違う11）。 

このように、穿青人アイデンティティ構築の過程において、構築の核になるものは必ず

しも固定的なものではなく、時期によっては変化する。筆者は、一部地域にしか残ってな

い服装ではなく、このような皆が持っている信仰にも注目して研究してきた。それに関す

る調査結果は、第三章に検討して行きたい。  

このように、日本においては、穿青人と同じルーツを持っている「里民」や「屯堡人」

に関する研究はあるが、穿青人に関する研究はまだない。一方、中国側での穿青人に関す

る研究では、そのアイデンティティの維持についての言説はまだ検討の余地があると考え

る。筆者は、先行研究を踏まえ、彼らのアイデンティティの構築過程について再検討して

行きたいと考えている。 

 

第三節 研究目的及び各章の内容 

冒頭にも言及したように、筆者は、「国から単一の民族として認められていない穿青人

は、どのように自分のアイデンティティを構築してきたのか」を明らかにすることを研究

目的とする。 

筆者は、文献調査に基づき、文献調査に基づき、2018年 9月及び 2019年 1月に、貴州

省織金県を中心に、県城近くの以
い

那
な

鎮
ちん

、桂果鎮
け い かち ん

を含め、2回のフィールドワークを実施し

た。2018 年 9 月に実施した一回目の調査では、現地住民及び儺劇
だ げ き

をする道士先生を調査

対象にし、「穿青人のアイデンティティの中核」について彼ら自身の考えを聞いた。そし

て2019年1月に行った二回目の調査では、①服飾の残留状況についての事実確認をする、

②「跳菩薩
テ ィ オプ サ

」12に実際に参加して、観察する、③宗族がアイデンティティの維持にどのよ

うな影響を与えているのかを確認する、という 3つの目的で調査を行った。 

この論文は、2回の調査で得られたものを整理し、自分が提出した仮説「現在、『服装』

より、信仰である『五顕神』こそが、穿青人アイデンティティを維持しさせる要素である」

ということを検証して行く。 

                             
10 五顕神を祭祀するための祭壇である。 
11 朱（2011）によれば、屯堡人の五顕神は儒教の影響を受け、英雄として、「廟の神」として祀られて

いる。それに対し、穿青人の場合は、「家の神」であり、家族ごとで祭祀をやっている。 
12 儺劇の 1種、五顕神を祭祀するための仮面劇である。 
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よって、第一章ではまず、穿青人の概況（人口、風俗、居住地など）を描いていく。そ

れに加え、穿青人のルーツに関する 3つの言説を取り上げ、彼らのルーツについて分析し

ていく。最後には穿青人の名称の変遷を切り口に、穿青人のルーツや発展を分析する。 

第二章ではまず、歴史における穿青人の民族成分を紹介する。第一章の最後に明らかに

した穿青人の発展過程を背景にし、違う時期の国家の政策や当時の人々のアイデンティテ

ィの方向性をまとめて、穿青人の民族成分の変化過程を説明する。さらに第二節の「中華

人民共和国成立後の穿青人民族成分問題の経緯」では、単に各時期のことを紹介するのみ

ならず、民族優遇政策などにも言及して、総合的に分析する。最後は穿青人内部の認識に

ついて、インタビュー結果や先行研究を合わせて紹介していく。 

第三章は、穿青人アイデンティティに影響する諸要素、いわゆるアイデンティティシン

ボルについて紹介する。服や信仰を紹介し、仮説を検証すると同時に、歴史における穿青

人アイデンティティに影響する諸要素の重要性についても考察していく。 
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第一章 穿 青 人
チュアン チン レン

13の基本状況 

第一節 人口分布 

1950年代民族登録時、「穿青人」として登録したのは 24万 8千人前後だったが、第 5回

人口調査（2000 年）の結果によると、貴州省省内において、「穿青人」は約 67 万人にな

り、貴州省総人口の 1.7％を占めている14。そのうち、畢
ひっ

節
せつ

には約 54 万人、安順
あんじゅん

地域に

は約 8万人、六盤
ろくばん

水
すい

は約 2万人で、3つの地域で約 95.52％が住んでいる。 

 

図 1貴州省地図 

 

また、県単位で見れば、織
しょく

金
きん

県（23万人）、納
のう

庸
よう

県（22.5万人）に最も集中している。

図 1 のように、穿青人は大方
だいほう

、平壩
へ い ば

、金沙
き ん さ

、貴定
き て い

、福泉
ふくけん

、黄平
こうへい

などの 30以上の県に、貴

州省東部から西部まで広範囲に居住している。なお、織金県や納庸県は穿青人の村落が多

く存在しているが、この 2地域を除けば、多くの分布地域では世帯単位でバラバラに居住

している。 

                             
13 青、チン色、黒に近い色。 
14 その後人口調査も実施したが、穿青人のデータが見当たらないため、2000年のデータを使用した。 
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第二節 織金県について 

穿青人は 30 以上の県に分布しているにも関わらず、筆者が織金県をフィールド地にし

た理由は①第一節でも述べた通り、織金県は 23 万人以上の穿青人が居住しており、穿青

人を主体にする村落も多く存在している。穿青人が散居している地域よりは、織金県で調

査する方がより彼らのアイデンティティの構築について分析できると考えたからだ。②納

庸県にも穿青人が多く居住しているが、一回目の調査で納庸県と織金県に行って比べた結

果、織金県の方がより情報が手に入りやすいと判断した。納庸県にある「勺窩
しゃくが

郷
こう

」は、「穿

青人第一郷」を名乗り、現地の広場に穿青人の風俗が描かれているレリーフ（図 2）や穿

青人のトーテムである「山魈
さんしょう

」15の像（図 3）が建てられており、勺窩郷政府は観光宣伝

もやっているが、実際に聞いてみたところ、穿青人の文化について政府の人は知らない模

様だった。 

 

 

図 2穿青人風俗のレリーフ 勺窩郷、2018年 9 月、筆者撮影 

                             
15 サルを原型に作られた空想上の生物。 
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図 3「山魈」の像 勺窩郷、2018年 9月、筆者撮影 

 

織金県では、政府や民間人、そして民族識別工作の経験者と連絡が取れたため、多くの

情報が収集できた。以上 2つの理由から、筆者は織金県をフィールド地にした。では、織

金県はどのような地域なのだろうか。 

 

1.地理状況 

貴州省の西部にある織金県は、多様な地形を持ち、海抜も比較的高い。『貴州県情』に

よれば、織金県の最高点の海抜は 2,262メートルで、最低点の海抜も 860メートルある。

それが原因で、中華人民共和国が成立するまでは外部との交流がとりにくい状態だった。

このような環境で、多くのエスニックグループが生まれた。また、戦争や兵役、賦役を逃

避するため、外部から移住してきた人もいた。移民たちはこのような閉鎖的な織金県に長

期間居住したことにより、周囲の他民族からの影響を受け、自民族の文化と融合し、新た

なエスニックグループが形成された。本論文の研究対象である穿青人は、まさにその 1つ

の例とも言える。 

なお、気候から見れば、織金県は亜熱帯季節風気候であり、年間平均気温が 14.7度で、

年間平均降水量は 938.4mm である。しかも川が多く、農産物の栽培に適した環境である。

地形が複雑なので、多くの穿青人は自給自足で、農業を主たる生業として、家畜を飼った

り、布
ぬの

染
ぞめ

を副業にしてきた。労働力が必要なため、女性も農耕生産に携わり、纏足
てんそく

はしな

い。そのせいで、穿青人の女性は後に来た漢族に「大脚
ダジャオ

」16と呼ばれ、差別された。 

                             
16 足が大きい。 
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穿青人の服装は一般的に青
チン

色であるが、それは技術力とも関わっている。李発春によ

れば、技術力不足のため、布染によって綺麗な藍
あい

色17を作れない。チン色がより作り

やすいため、彼らの服装は、チン色であった（それに比べ、後にきた漢族は比較的先

進技術を持ち、服の色もあい色であった）。 

このように、地理状況は、穿青人の風俗の形成にも大きな影響を与えた。閉鎖的な地

域で、自給自足生活をしてきた穿青人には、漢族や周囲の他民族と違う文化が生み出され

た。 

一方、現在織金県における少数民族の分布はどうなっているのだろうか。 

 

2. 織金県における穿青人の分布 

「畢節市戸籍人口民族族称統計表」（2018）によれば、2018 年織金県の総人口は

1,234,471人で、公式の民族は 46である。そのうち、人口数の上位 5民族は漢族（661,556

人）、そしてミャオ族（131,362人）、イ族（54,598人）、白族（28,375人）、プイ族（22,711

人）で、「未識別」とされている穿青人は 308,480 人である。多様な民族が集まっている

織金県にも、穿青人の人口は漢族の次で、他の民族よりは圧倒的な人数を占めている。中

には、漢族より穿青人の人口が多い地域もある。例えば、以那
い な

鎮には総人口 45,635 人の

中、穿青人は 20,883人で、漢族は 20,371人である。 

また、「織金県穿青人分布状況」（2004）18によれば、穿青人は織金県県内の各地に村落

単位で居住している。 

 

図 4穿青人の家 勺窩郷、2018年 9 月、筆者撮影 

                             
17 日本語のあい色。 
18 添付資料「織金県穿青人分布状況」（2004）に参照。 
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このように人数が多い集団は、一体どのように形成されてきたのだろうか、彼らのルー

ツはなんであろうか。 

 

第三節 穿青人の由来に関する言説 

穿青人のルーツに関する議論は、1950年代から始まったが、今でも結論が出ていない。

特に費
ひ

孝通
こうつう

が提出した「漢族の末裔」説は、まず多くの穿青人に反対され、今でも穿青人

社会の中に費孝通を批判する声が存在している。まず費孝通の説についてみてみよう。 

 

1.「漢族の末裔」説 

序章でも少し触れたように、費孝通「関于我国民族的識別問題」では「穿青人は明代に

貴州に移住してきた漢族の末裔であり、少数民族ではない」と指摘されている（費、1980、

p152）。しかし、それは「漢族の末裔」説のはじまりではない。「漢族の末裔」説が初めて

出たのは、1955年の第一回民族識別工作の調査報告だった。 

1955年、費孝通が調査組のリーダーに任命され、合計 50人が 4ヶ月をかけて、畢節と

安順で穿青人の民族成分を調査した。その結果、「穿青人は漢族であり、少数民族ではな

い」という結論が出された。『調査報告』には、このようなことが書いてある 

「…今回の調査を踏まえ、私たちは、穿青人は元々漢族の一部であり、歴史の中にも漢

族との連絡がずっと続いており、1つの単一の民族までには発展していない。彼らが持っ

ている地域的な特徴は部族時代の漢族内部の違いであり、しかもそれらの特徴は既に民族

の発展とともに消えた…穿青が漢族を離脱し、新たな民族になるには客観的な要素が不十

分である…よって、私たちは穿青人は漢人であり、漢族の一部であり、少数民族ではない

と判断した」（全国人民代表民族委員会、1955、p2）。19 

では、少数民族ではない穿青人は、一体どこからきたのだろうか。 

「穿青人の祖先は、明初軍隊と共に、江西
こうせい

からの社会的地位が低い漢人の移民集団であ

る」と指摘されている（全国人民代表民族委員会、1955、p1）。この結論には、時間を「明

初」、ルーツを「江西から」、社会地位は「低い」、民族成分は「漢族」と書かれているが、

それらの根拠は一体なんであろうか。まずは、「江西から」について見ていこう。 

『調査報告』には、調査組が穿青人の言語である「老輩子話
ラウブエズファ

」を調査したことが記され

ている。「…まず調べなければならないのは、穿青の老輩子話である。もしそれが漢語で

なければ、彼らはもちろん漢族ではない。調査の結果、穿青の老輩子話は完全な漢語であ

り、他の民族の痕跡はない…穿青の老輩子話は貴州の官話
か ん わ

から作られたものではなく、そ

のルーツは早い贛
かん

（江西）、鄂
エオ

（湖北
こ ほ く

）、湘
シャン

（湖南
こ な ん

）地域の官話である。穿青人は、貴州

省でそのような言語を学んだわけはない、きっと学んだ後に貴州省に移動してきた…言語

調査から、次のようなことが推測できる。『穿青人の祖先は贛（江西）、鄂（湖北）、湘（湖

南）地域で生活してから、その後に貴州に移動してきた』。この推測は、穿青人の伝説や

家譜の記録と合致している…」（全国人民代表民族委員会、1955、p5）。しかし、伝説には

                             
19 本論文で引用した『調査報告』及び『重新調査報告』は電子資料を使用した。そのため、ページ数は

電子資料のページを指す。 
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本当に信憑性があるのか。調査組はいかなる理由でその伝説を信じたのか。「…私たちの

根拠は①穿青の老輩子話には江西省の官話の特徴がある。②穿青人が強調している

『五顕神
ウシェンシェン

』は、明初からすでに江西省で流行っていた。③穿青人と江西の繋がりは今で

も証拠が残っている。例えば、ある家譜には穿青人が江西に戻った記録がある。④明初の

頃には確かに江西から大量の移民が貴州に移動してきたことがある…」（全国人民代表民

族委員会、1955、p5）。 

続いて、穿青人家譜の記録から、「明初」に移動してきたのがわかる。「…穿青人内部は、

李
り

、張
ちょう

、王
おう

、郭
かく

の四姓が多い。彼らの家譜によれば、今の代は貴州省に入ってからの 20

代目である（1955年、筆者注）…このことから計算すれば、彼らの祖先が貴州省に来たの

は明初である。穿青人の家譜の記録や先塋
せんえい

の所在地から見れば、穿青人が最も早く着いた

のは貴陽や清鎮
せいちん

あたりだった…それらの地域は明代以前にはまだ未開発だった。当時、貴

陽の中心は森林であり、イ族の土司
ど し

が支配していた。漢族がこれらの地域に定住したのは

明初からであり、よって、明代以前穿青人がそれらの地域に居住することは不可能だ…」

（全国人民代表民族委員会、1955、p5）。 

「…前にも述べたように、穿青人の伝説や家譜に、彼らの祖先は明代洪
こう

武
ぶ

の時、軍隊と

ともに貴州省に入った…穿青人の祖先は賦役や商人だった。彼らが江西に入った時はどん

な地位なのかははっきり判明しないが、伝説によれば彼らは強制的に移住させられた…戦

争が終わった後、このひとたちは土地をもらえず…穿青人は当時社会的地位が比較的低い

『民』であり、『軍』20ではない…」（全国人民代表民族委員会、1955、p6）。 

このように、費孝通らは家譜や伝説、そして言語調査に基づき、穿青人は少数民族では

なく、「漢族の末裔」であると結論づけた。しかし、この調査は家譜や伝説の引用が主で、

史料をあまり引用していないという問題がある。また、『調査報告』は、穿青人の漢族の

属性に着目しすぎる傾向があり、第二章にも述べるが、穿青人は歴史において必ずしもず

っと同じ民族成分に定着していたのではない。歴史的には、穿青人は漢族の中央政府と少

数民族政権の力関係の程度により、ある時は漢族という自己主張を持ち、また、ある時は

自らは少数民族であることを主張した。その過程を経て、穿青人は「漢族にも、少数民族

にもなれない」ことになった。しかし、第一回民族識別工作ではこれらのことを考慮せず、

単に漢族性が主張された（その識別結果に対する具体的な意見は、第二章に書く）。 

次に、「漢族の末裔」説の対極にある「土人
ど じ ん

」説について見てみよう。 

 

2.「土人」説 

そもそも、「土人」は、少数民族の汎称なのか、特定されている 1つの民族の呼称なの

だろうか。 

『貴州省穿青人民族成分重新識別報告』（1986、以下『重新識別報告』と表示）には、

「…このように、それらの文献には『土人』を各少数民族と並んで記載した。これは、『土

                             
20 明代屯田したのは、軍人として派遣された「軍」と、同行して来た民間人の「民」がいる。それによ

って、地方勢力を鎮圧すると同時に、開発できる。 
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人』がすでに 1つの民族実態の呼称になった証拠である。いわゆる、穿青人の先民を指し

ている…」（貴州省民族識別工作隊、1986、p3）。 

このように、「土人」説の土台になる「土人」の定義には、「土人」を１つの民族の呼称

として扱っている。では、穿青人の先祖が「土人」であることはどのように証明されたの

か。 

まずは、『調査報告』（1955）の結論に対し、1982年から 1983年、調査組は江西省に行

き、調査を行った。その結果、「…穿青人の伝説は事実と違う。まず、江西の民間には貴

州省に移住した伝説がない。また、江西の地方誌にもそのような記録が見当たらない。な

お、穿青人の家譜は江西省吉安
き あ ん

21の家譜とは先祖が繋がらない。文化特徴に関しても、穿

青人と江西省民衆の文化習俗は異なる。最後に、明初には確かに貴州省に移入した軍民が

多かったが、調査したところ、彼らは穿青人と関係がない…」(貴州省民族識別工作隊、

1986、p3-4)。これらの調査結果に基づき、調査組は「江西省から移住してきた伝説は信

憑性がない」と結論づけた。 

また、調査組は文献を引用し、穿青人の先祖は土人であると証明した。清光緒
こうしょ

22

『平遠州続誌
へいえんしゅうぞくし

・改修大麦橋碑序
がいしゅうだいばくきょうはいじょ

』には「…考
こう

原
げん

橋は康熙
こ う き

初年23、土人楊
よう

純
じゅん

、張士瀛
ちょうしよう

、王国
おうこく

統
とう

が建てた…」とあり、その 3人は、穿青人楊、張、王 3姓の先祖であると指摘されてい

る。万暦24郭子
か く し

章
しょう

『黔記
げ ん き

』には「土人…時間とともに華夏の風俗を学んだ…9月には五顕

神を祭祀する…」、康熙25田雯
でんぶん

『黔書』には「土人…男子が商売上手で、婦人は耕作をやる

…年明けには山魈を迎え…」と記載してある。これらの記録を根拠にして、調査組は「こ

れらの歴史文献に記録している風俗は、今の穿青人の風俗である。これは、穿青人の先祖

は貴州地方誌に記載している『土人』を表している」と述べた（貴州省民族識別工作隊、

1986、p2）。その歴史に関しても、「…彼ら（穿青人）が貴州省東部に居住し始めたのは、

遅くても宋代以前である」という、一回目の調査結果とはまったく異なる結論が出された

（貴州省民族識別工作隊、1986、p3）。 

 

                             
21 穿青人の伝説では、先祖は吉安から移住してきたとされている。 
22 西暦 1874年－1908年。 
23 西暦 1662年。 
24 西暦 1572年-1620年。 
25 西暦 1661年-1722年。  
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図 5出典 『清・苗族生活図』土人編 

このように、「土人」説は、長い歴史を経ても、「土人」はずっと１つの集団として定着

していることを前提にしている。それを前提にして、明代や清代の土人に関する記録の中

で、穿青人と似ている部分だけを取り上げ、「穿青人は土人である」と分析した。しかし、

それは一回目の調査結果と同じく、民族成分はずっと固定的で、変わらないものと認識し

ているからである。では、そもそも、「土人」は１つの特定の民族と言ってよいのか。 

明代嘉靖26『貴州通誌・風俗誌』に、各地の土人が描かれている 

鎮遠
ちんえん

府
ふ

邛水司
きょうすいし

27には「土人：…人と喧嘩するのが好き、出入りする時には必ず刀や弩を

持っている…二年つき牛を殺して先祖に祭祀する…」 

                             
26 西暦 1521年-1566年。 
27 現三穗(サンスイ)県。 
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銅仁
どうじん

府銅仁司28には「土人…服飾は漢人と似ている、主に農耕生産をやっている、出か

ける時には牛に荷物を背負ってもらう…魚を使って祭祀する…喜怒哀楽に忌諱
き い

が多い…」 

黎平
り へ い

府曹滴洞司
そうてきどうし

29には「土人…出かける際には男性が竹
たけ

籠
かご

を背負い、女性が飲み物を持

って同行する。葬式のときには地面に卵を投げる、卵が破れなければそれは吉地
き ち じ

30と判断

し、遺体を葬る」 

このように、同じ土人と言っても、各地の土人の風俗は必ずしも同じではない。居住地

が分散しており、風俗も異なる土人は、本当に同じ集団といえるだろうか。また、明代と

清代の文献に出てきた「土人」の概念も、決して同じではない。明代の文献記録の中には、

ほぼ彼らは漢族化したが、少数民族の特徴を維持している集団として記録されているが、

清代の多くの文献は彼らを「歴代遺民」（各時期の漢族の末裔）と記載している。例えば、

田雯『黔書』には「土人は広い範囲で分布しているが、みんなは歴代遺民である」と指摘

している。 

もし「土人」が特定な民族ではなく、1種の汎称であるとすれば、「土人」説は成立する

のだろうか。よって、一見信憑性がありそうな「土人」説だが、よく分析すれば、その前

提が間違っていることがわかる。 

「漢族の末裔」説や「土人」説のどちらとも正しいといえない中、穿青人の由来は一体

どのように分析していけばよいのだろうか。 

 

3.「融合」説 

「融合」説は、2006年、楊
よう

然
ぜん

が書いた博士論文「穿青人問題」の中で提出された概念で

ある。「融合」説によれば、現在の穿青人集団は、様々な集団が流動すると同時に、穿青

人に加入し、新たに構築された集団である。楊によると、穿青人の内部は、明代からの移

民もいれば、当地の「土人」も一部含まれている。いわゆる、流動と再流動の過程で、穿

青人は他のエスニックグループを吸収し、今の穿青人になったとしている。 

前にも述べたように、土人は穿青人の先祖であるとは断言できないが、一部土人の風俗

は穿青人と似ていることは否定できない。ここで年代別に土人に関する記録を見ていこ

う。 

まずは明代では、このような記録が残っている。 

「…貴州は元々蛮夷の地域である…土人…すべて黔東夷の所属だ…仁義も知らず、言

語不通、風俗それぞれ…」31 

「土人、新添司
し ん てん し

に住んでいるものは、土官と衛人と婚姻を結び、徐々に華夏の風俗を身

につけた…9月に五顕神を祭祀し…」32 

清代になると、以下の記録が見られる。 

                             
28 現銅仁市。 
29 現榕江(ゆうこう)県。 
30 風水が良い土地。 
31 明万暦年間の地方誌『黔記・諸夷』。 
32 明万暦年間の地方誌『黔記・諸夷』。 
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「…貴州は鬼方
き ほ う

と呼ばれ…貴陽の西には…土人…みんなは黔西苗の所属だ…孝悌
こうてい

忠信
ちゅうしん

33知らず…」34 

「…土人は、広い範囲に分布している。広
こう

順
じゅん

、新貴
し ん き

、新添に居住している人は、『軍』

や『民』の人と通婚し、時間が経って礼儀風俗が同じになった…」35 

「…土人は、広い範囲に分布している。広順、貴築
き ち く

、貴定
き て い

に居住している人は、漢族と

ほぼ風俗が同じで…9月に五顕神を祭祀し…」36 

「…土人は、広順、貴築、貴定に居住している。『軍』や『民』の人と通婚し…風俗は

中原と一緒…」37 

「…土人は、昔から広順、貴築、貴定に居住していた、今は既に漢になった…」38 

以上の史料に出てくる地名の位置を確認してみると、新添司は、現在の貴陽市にある。

広順は、現在の長順県にある。貴築は貴陽市で、貴定は現在の貴定市、そして新貴は貴陽

にある。これらの地域は、明代入植してきた軍隊が定着した地域である。このように、軍

隊の近くに居住している土人は、通婚することにより、漢民族化した。ここから推測でき

るのは、「穿青人は、漢族と通婚して、漢族と融合した土人の末裔である」。いわゆる、穿

青人は単なる漢族の末裔でもなく、土人の末裔でもない。彼らは、土人と漢族とが融合し

た人たちの末裔であり、遅くとも明代万暦の時にこの集団は現れた。そのため、穿青人に

は「漢族と少数民族の特徴を同時に持っている」という特徴が見られる。 

では、土人から穿青人に至ったのは、一体どのような経緯によるのか。「穿青人」の名

の由来から、その過程を見てみよう。 

 

4.「穿青人」の名の由来 

ところで、『調査報告』（1955）には、「識別調査の結果、畢節や安順に居住している里民子
リ ミ ン ズ

も穿青人である」と結論つけ、ここで「里民子」という呼称が現れた。では、文献の中に

「里民子」の風俗についてどのような記録が残っているのか。 

清の咸豊
かんぽう

時期39の地方誌の『安順府誌・地理誌・風俗』には、「…土人、里民子とも呼ば

れ…チン色の服を着る、婦女は纏足しない…冠婚葬祭は漢人と同じ…」。清の道光
どうこう

の地方

誌である『安平県誌』には「…土人は多くのところに居住している…1つは里民子と呼ば

れ、チン色の服を着る…9 月には五顕神を祭祀する…今は漢人と通婚…」。これらの文献

に掲載されている里民子の風俗は、確かに今の穿青人と似ている。『重新識別報告』でも、

これらの文献を証拠に「里民子は穿青人の先祖である」と結論づけている。その結論は、

また前述の土人説と同じ、里民子という汎称を単一の民族に特定している。各時期の

                             
33 誠意を込めて親や目上の人に仕えること。「孝悌」は両親や目上の人にしっかりと仕えること。「忠

信」は誠意をもって、決して欺かないこと。儒教の四つの徳目（四字熟語辞典オンライン 

https://yoji.jitenon.jp/yojih/3608.html 最終アクセス 2019年 11月 18日）。 
34 清順治年間(西暦 1643年-1661年)の地方誌『貴州通治』。 
35 清康熙年間の地方誌『黔書』。 
36 清乾隆年間(西暦 1735年-1795年)の地方誌『貴州通誌』。 
37 清道光年間(西暦 1821年-1850年)の地方誌『一統誌・貴州統部・苗蛮』。 
38 清道光年間の地方誌『貴陽府誌』。 
39 西暦 1850年-1861年。 

https://yoji.jitenon.jp/yojih/3608.html　最終アクセス2019年11月18
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『百苗図
ひゃくびょうず

』と比較してみれば、「里民子は特定の 1つの集団ではなく、漢族側からの汎称

である」ことがわかる。 

まずは服の色について、『進貢苗蛮図
しんこうびょうばんず

』（図 6、陳枚
ちんまい

、清）や『苗蛮図冊頁 41幅』に描

かれている里民子は、女性が深い色の服を着ている、男性は比較的に浅い色の服を着てい

る。それに対し、『苗蛮図説』（陳
ちん

浩
こう

、清）や『黔省諸苗全図』（図 7）『苗蛮図説（82幅）』

では比較的に鮮やかな色を着た女性が描かれている。また、生業として『進貢苗蛮図』は

農耕の様子を書いてあるが、その他の文献には羊を飼っているシーンを描いている。この

ように、同じく里民子と呼ばれていても、彼らの服飾や、生活方式は一様ではない。 

 

 

図 6出典『清・進貢苗蛮図』 里民子編 
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図 7出典『清・黔省諸苗全図』里民子編 

 

彼らに共通しているのは、その服の様式である。彼らが着ている服は、少数民族の様式で

はなく、清代の満族の服とも異なり、むしろ明代の漢族の服装様式に近い。このことから、

「里民子は、漢族的色彩が濃厚な人たちである」と推測できるが、彼らは一体どのように

形成されたのか。 

『百苗図抄本匯編
しょうほんいへん

』には、「…この 16の集団は、過去の文献に記録がない、彼らの呼称

は陳浩がつけた…里民子…」と記載されているが（楊、2004、p468）、実際には、嘉慶
か け い

以

前の乾
けん

隆
りゅう

時期、すでに里民子の記録があった。『黔南識略』には「水
すい

城 庁
じょうちょう

、苗は…里民

子など、種類が多い…漢語がわかる、農耕や織
しょく

布
ふ

ができる…」と記載してある。彼らの

分布地域については 

「…里民子、貴陽、黔
げん

西
せい

、大定、清鎭に分布している…」40 

「…畢節県の苗民は…里民子などがいる…」41 

「…里民子は…大定境内にある…」42 

「…里民子は、大定、黔西、貴陽、貴築、安順、清鎭などの地域に分布している…」43 

「…里民子は、大定、興
こう

義
ぎ

、安順などの地域に…」44 

このように、彼らは比較的広い範囲に分布しているが、多くは貴陽、黔西、大定、清鎭

                             
40 嘉慶李宗昉『黔記』。 
41 道光羅饒典『黔南職方紀略』。 
42 道光年間の地方誌『大定府誌』。 
43『苗蛮図冊頁 41幅』。 
44『苗蛮図説 82図』。 
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の４つの地域に居住しているのがわかる（現在の穿青人の分布地域とほぼ一致している）。

では清代から記載され始めた里民子は、なぜそれらの地域に居住していたのか、そして、

清になって彼らが現れた理由とはなんであろうか。それは、「改土帰流
かいどきりゅう

」45によって、元々

水西土司の統治した地域が清政府の統治に変更されたことと関わる。 

 

 

図 8明代貴州省地図（一部） 出典 譚其驤編『中国歴史地図集』 

 

                             
45 改土帰流は、「土司」（少数民族出身の首長）を「流官」（中央政府が派遣する官僚）に変更すること

により、辺地を中央政府の統治下に組み入れる政策である。 
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図 9清代貴州省地図（一部） 出典 譚其驤編『中国歴史地図集』 

 

『重新調査報告』によれば、最初軍隊が入植し、開発した土地は、優先的に『軍』の人

に提供された。良い畑や良い土地はすべて屯軍が所有していたため、一部の「土人」は貴

陽から水西土司領地近くの水外六目地（清鎭、平壩西部、鴨
よう

池
ち

河
か

東岸）地域に移動した。

その後、明末になり、水西土司安邦彦
あんほうげん

の反明運動の失敗を契機に、水外六目地が中央政府

の統治になり、軍隊が入植した。そのため、「土人」はさらに西の土司の統治地域に移住

した。康煕時期、呉三桂
ご さ んけ い

が水西土司に勝ったことを機に、土司制度が廃止された。楊庭碩
ようていせき

らは、「土司が廃除されたあと、元々漢語が話せる彼らは里甲に編入された。しかし、元々

彝族土司に支配された経歴があったため、他の人からは少数民族と見られていた」と指摘

した（楊、2004、p463）。 

このように、「非漢非蛮」でる「土人」は、清になってから「里民子」とも呼ばれるよ

うになった46。その時の「里民子」は、依然として「非漢非蛮」の特徴を持っているが、

集団内部は必ずしもみんなチン色の服を着ていたわけではない。では一体どんな理由で、

彼らが穿青人になったのか。 

まずは、穿青人の伝説から彼らがチン色を着る理由を見てみよう。 

江西からの移住伝説によると、以前江西に住んでいたとき、災害予防のため、悪い龍に

チン色の服を着た稚児を人身御供に差し出した。ある道士が龍を消滅し、その後着任した

地方官僚はその話が面白いと思ったので、民衆にもう一度チン色の服を着た稚児の姿を見

せてもらった。、その役人が「君達は穿青と名乗りなさい」と言ったので、「穿青人」と名

乗るようになったというものだ。 

                             
46 ここで注意するのは、清になってから土人という呼称がなくなっておらず、里民子と土人の 2つの呼

称は同時に存在した。 
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また、水西地域では呉三桂に関わる伝説がある。清の朝廷から派遣されてきた呉三桂か

ら殺されないように、穿青人の祖先たちは自らをミャオ族ではないと主張し、呉三桂と約

束を交わした。呉三桂は、家の扉の近くにチン色の旗を立てれば、殺さないと人々に約束

した。しかし、旗は真似されやすいので、チン色の服装になったと言われている。 

そのほか、「少数民族と区別するため」という考えもある。貴州省には「穿青穿藍真漢

族、穿紅穿緑野狗精」47ということわざがある。穿青人は漢族の身分を維持するため、チ

ン色の服装を着ているとされている。 

しかし、これらの言説はあまり信憑性がない。チン色を着ることについて、筆者は、技

術力が足りないからだと考える。前にも言及したように、穿青人は、土人と漢族が融合し

た人たちの末裔である。『調査報告』（1955）によれば、この時期貴州省に移住しにきた江

西省の漢族は、先進的な技術を持つ漢人というより、漢族の 1つの下位集団（部族）であ

る。彼らは、そこまで技術力を持たず、アオ色を染められなかったと推測できる。そのた

め、彼らは比較的に染めやすいチン色の服を着るようになった。 

同じ時期、他の漢族の影響を受けたエスニックグループのなかにも、チン色の服を着る

集団がいた。咸豊『安順府誌・地理誌・風俗』の記載によれば、「青
チン

苗
ミャオ

…婦人はチン色の

布で服をつくる…」「洞
ドン

苗
ミャオ

、男女ともチン色の服を着ている…」「革
カク

老
ろう

、男性はチン色の

服を着る、女性は長い袖の服とスカートを着る…」とある。 

 

 

図 10 出典 陳浩『蛮苗図説・青苗編』 

 

このように、その時代チン色を着ているのは「里民子」だけではなかった。さて、チン

色の服をシンボルにする穿青人は、どのようなタイミングで出現したのか、彼らがチン色

の服をシンボルにしたのはなぜなのか。 

                             
47 チン色及びあい色の服装を着ているのは本当の漢族、鮮やかな服装を着ているのは少数民族という意

味。   
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「穿青」が初めて文献に出てくるのは、光緒『平遠州誌』である。「…同治元年48、穿青

民龍杠49が反乱を起こした…」、その後、民国『鎭
ちん

寧
にん

県誌・民族』には「穿青、青
チン

色布を好

み、以前は漢族と違っていたが、今は漢族と同じ。ただ婦人は纏足しない…この集団は、

鳳頭籍
フェントウジ

（または鳳頭鶏）と違う」と記載されている。ただ、それらの記載は、あくまでも

他称であり、しかも一種の蔑称である。他称、しかも蔑視されていた「穿青」は、どのよ

うな理由で自称することになったのか、それが自称するようになったのはいつ頃だろう

か。自称になった時期に関する記録はないが、彼ら自身が「穿青」と名乗る理由について

は、『調査報告』にこのように書いてある。「歴史の中で、穿青人はあとから来た漢族との

間で色々な不愉快なことがあったため、その人たちと差をつけるために自分たちの服の色

を強調した」（全国人民代表民族委員会、1955、p16、『重新調査報告』には、「穿青」は他

称であったことに言及していない）。その説が成立すると仮定すれば、「穿青」が自称にな

ったのは、彼らと後に来た「穿藍人」との間で矛盾や対立が生じた時ではないだろうか。 

『調査報告』によると、水西地域が清の支配になった後、穿藍人は官僚として派遣され、

あるいは商売をしに水西地域に来て、定着した。経済的には比較的裕福で、権力を持って

いる穿藍人は、城内に居住していた。彼らは、城外（田舎）に居住している穿青人を軽視

したが、その時期はまだ衝突が激しくなってなかった。土司の経済的支配に反抗するため

に、一時的には穿青人と穿藍人が協力したときもあったが、清末民国初の時、外部から大

量の商品が流入し、それ故に自給自足の経済体系が維持できなくなった。外部と連絡を取

っていた穿藍人は、その地域の商業圏を支配し、利潤を得るようになった。それに対し、

穿青人は商売がうまくできず、両者間の経済的な格差が大きくなった。穿青人と穿藍人の

間の矛盾が激しくなったのも、この時期である。（具体的には第三章第一節に説明）。 

ここで穿青人の名の由来をまとめよう。元々土人と呼ばれた彼らは、移住や清朝の統治

地域の変更により、一部が「里甲」に編入され、里民子とも呼ばれた。光緒時期から穿青

とも呼ばれたが、それは他称であり、自称ではない。自称になったのは、穿藍人と差をつ

けたい時、いわゆる衝突が激しくなった清末だと推測される。 

では、一体穿青人の形成過程はどうなっているのだろうか。ルーツや名の由来から見れ

ば、穿青人は移住と共に形成した集団であると推断できる。彼らは、元々土人と漢族が融

合した集団であり、戦争と賦役の影響で、一部の「土人」は最初の居住地（貴陽近く）か

ら離れ、中央政府と少数民族政権の中間の地域に移住し、一部はさらに漢族と離れ、イ族

が統治する水西地域に移動した。その後、明末になり、安邦彦の反乱により、元中間地域

に居住した人は、水西地域に移動した。水西が清王朝の統治下になった後、彼らは「里民

子」として史料の中に記載されるようになった。この過程で、「里民子」（または「土人」

集団）は他の民族の影響を受けたり、他の集団の文化を吸収することもあった50。また、

移住先の違いにより、母集団である「里民子」の下にも下位集団が形成されたが、穿青人

は、その下位集団の 1つであると言えるだろう。 

では、漢族の特徴もあり、少数民族の特徴も持っているこの集団は、歴史的にはどんな

民族として扱われてきたのかについて、次章でみていく。 

                             
48 西暦 1862年。 
49 龍杠は、当時民間武装集団への呼称である。 
50『調査報告』と『重新調査報告』では、「イ族土司から強制的に文化を変更されなかったため、穿青人

の風俗はほぼ変化せずに、以前持っている風俗が代々伝承できた」と指摘しているが、穿青人の風俗に

は明らかに漢族と他の少数民族の特徴が見られる。そのため、「移住の過程、そして移住先で他の民族

の文化を吸収した」と筆者は考えた。 
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第二章 穿 青 人
チュアン チン レン

51の民族成分 

第一節 穿青人の民族成分のぶれ 

1.穿青人「非漢非蛮」の特性 

 前述の通り、穿青人は漢族と通婚して、漢族と融合した土人の末裔である。そのため、

穿青人集団は生まれた時から「漢族」と「非漢族」の二重の特性を持っている52。その後、

戦争や賦役から逃げるため、彼らは漢族の居住地から離れ、漢族と非漢族の中間地域に移

住した。楊ら（2004）が指摘したように、里民子
リ ミ ン ズ

（穿青人の前身）は、漢語とイ語の両方

とも話せるため、漢族とイ族の間で商売を営んでいた。その過程で、複数の文化と接触し

た穿青人は、他のエスニックグループの文化を吸収し、彼らの「二重性」がさらに強化さ

れた。 

周囲の他民族からの呼称からもその特徴を窺うことができる。『調査報告』（1955）によ

れば、穿青人は周囲の人からは「貧漢人」53、「大脚
ダジャオ

漢人」54、「 穿
チュアン 

大袖子
ダ シ ュー ズ

的漢人」55、「当里民
ダ ン リミ ン

的漢人」56のように、「漢人」の前に形容詞をつけてから呼ばれていたという。そして『重

新調査報告』（1986）には、穿青人はプイ族から「戛
ヂィア

敖
アォ

」、イ族から「撒
サァー

婁
ロォゥ

米
ミィー

」、ミャオ

族から「撒
サァー

格
グゥー

婁
ロォゥ

」と呼ばれていたと指摘されている。「撒
サァー

」「戛
ヂィア

」は「客」「後に来た

人」「別人」を意味している。その 2 回の調査結果を合わせて見れば、穿青人は「非漢族

の後に移住して来た、漢族の特徴を持つと同時に、漢族と異なる特徴も持っている集団で

ある」と判断できる。いわゆる、周囲の非漢族から見れば、穿青人は漢族の特徴を持ちな

がら、非漢族的の特徴もある集団である。 

その二重性は、穿青人が持っている風俗の中にも存在する。ここでは穿青人祭式の一部

を例とする。穿青人の祭礼の流れは①まず司会者が流れを解説する、②その後、死者の子

供が男女別に分かれ、男性が左、女性が右で跪く、詩を歌う人が「詩経
しきょう

」の「蓼莪
り く が

」篇57

の第一部分を歌う、③司会者が祭文を朗読して、子供たちは泣きながら祭文を燃やす。こ

の時は「詩経」の「白華
は っ か

」58篇の第一部分を歌う、④娘（たち）は食物を持ち跪き、叩頭

する。この時は「蓼莪」第二部分を演奏する、⑤息子（たち）が「礼記
ら い き

・曲
きょく

礼
れい

」の子供に

関する部分59を朗読する。この時は「白華」篇の第二部分を演奏する、⑥娘（たち）は酒

を持ち跪き、叩頭する。この時は「蓼莪」第三部分を演奏する、⑦息子（たち）が跪く、

                             
51 中国語の「青」とは青色というよりは黒に近い色。 
52 この特徴を本論文では「二重性」と呼び、使用する。その後に出てきた「二重性」の用語は、「少数

民族性」と「漢族性」を同時に持っていることを意味する。 
53 金がない漢族。 
54 足がデカイ漢族。 
55 袖口が大きい服を着ている漢族。 
56 里民になった漢族。 
57 亡くなった両親に対する自分の無力感や悲しさを表す篇。 
58 元々は、離婚された女性が元旦那への思念を表す篇であるが、ここでは亡くなった人に対する思念を

表示する。 
59「凡為人子之礼、冬暖而夏凊…則掩口而対」部分。 
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叩頭する。この時は「白華」篇の第三部分を演奏する、⑧子供全員が三回叩頭してから外

に出て、冥銭を燃やし、三回お辞儀をする、⑨息子（たち）が跪き、点主大賓
デンジュウダビン

60を迎える。

この時は「詩経」の「鹿鳴
ろくめい

」篇の第一部分を演奏する、⑩息子（たち）は霊牌に向かって

三回叩頭してから、霊牌を持ち大賓の前に跪く、⑪大賓が神を霊牌に迎え、息子（たち）

が跪いて大賓に感謝し、三回叩頭する、⑫詩を歌う人に感謝、三回叩頭する、⑬再び大賓

に感謝、三回叩頭する、⑭爆竹を鳴らして、祭礼終了。このように、穿青人の祭礼の中に

は濃厚な漢族の影響が見られる。 

漢族の影響が見られるとともに、他の民族の影響も見られる。楊（2006）が指摘したよ

うに、「死んだ老人の前歯を折るのはコーラオ族の風俗である」「死者が分骨された後、子

たちは三夜連続火を燃やすのは、氐羌
ていきょう

の影響である」。 

では、このような二重性を持って生まれ、そして発展の同時に二重性がさらに強化され、

漢族でもなく他の非漢族とも違う風俗を持っている穿青人は、自らの民族成分についてど

のような認識を持っているのか、その自己認識に影響する要素はなんであろうか。次に、

穿青人が「漢族」であった時期や穿青人が「非漢族」であった時期の動きから、彼らが民

族成分を選択する過程においてどのような要素が影響したのかを検証する。 

 

2.『調査報告』にみる穿青人の漢族性 

『調査報告』には、穿青人が漢族軍隊側に立ち、非漢族反乱を鎮圧する記載がある。「…

天啓
てんけい

元年61、安酋（安邦彦
あんほうげん

）が反乱した…（穿青人は）4 万 9 千人の兵士を徴発し、貴州

（貴陽）に行き、（明軍隊）を支援した」62とある。土司
ど し

と漢族の間で生計を立ていた穿青

人が漢族軍隊を支援したのは、イ族反乱者からの暴行を避けたかった他に、漢族の庇護の

下で利益が得られることも重要な原因であると考えられる。 

土地を持っていない穿青人は、生計の為にイ族土司の小作農
こ さ くの う

になるしかなかった。漢族

の「軍屯
ぐんとん

」との連携ができた結果、土司の支配から離脱できたことに加え、軍隊の力を借

り、他の非漢族の土地を奪うこともできた。『調査報告』には、李氏家譜に記載している

ミャオ族の土地を奪った部分として、「…永楽 17年、三寨
さんさい

の虎場
こじょう

の苗族は、政府からの命

令に反対したため、政府から剿滅
そうめつ

の命令が出された。（穿青人は）ガイドとして選ばれ…

三寨の苗族を全員剿滅した…功労賞として、その土地が恩賜された…」が引用されている

（全国人民代表民族委員会、1955、p9）。このように、穿青人は漢族の居住地から離脱し

たとしても、漢族との繋がりが保留された。 

第一章に書いたように、土司の経済的支配に抵抗するために、穿青人と穿 藍 人
チュアンラン レン

が協力

                             
60 神を迎える人、ほぼ当地の名望が高い人が務める。 
61 1621年。 
62 筆者訳。括弧内は筆者による注釈。 



25 

 

した時期もあった。『調査報告』では、例として納雍
のうよう

大兔場
だいとじょう

の成立があげられている。大

兔場は、元々安姓土司に支配された街場
かいじょう

63であったが、そこでの税金が高かった上に、商

品は土司に勝手に取られるリスクがあった。そのような状況を打破するために、穿青人と

穿藍人の地主
じ ぬ し

が手を組んで、税金がない新しい街場を開設した。そして土司の武力的脅威

に抵抗するために自らの武装隊を作った。その結果、土司の街場が寂れて、その代わりに

新しい街場は繁盛した。 

このように、『調査報告』には、穿青人が漢族として活躍した歴史があったことが摘さ

れている。それに対し、『重新調査報告』はどのような記載があるのかを次でみてみよう。 

 

3.『重新調査報告』にみる穿青人の非漢族性 

『調査報告』には、安邦彦反乱の時、穿青人が漢族を支援した歴史を記載しているが、

『重新調査報告』では正反対のことが記載されている。『重新調査報告』によれば、当時

穿青人のリーダーである張 良 珠
ちょうりょうしゅ

は安邦彦のために策謀をめぐらした。そのため、安の反

乱が鎮圧された後、穿青人は中央政府から逆賊として扱われ、居住地から離れ、水西に移

住した。 

康煕
こ う き

年間、呉三桂
ご さ んけ い

が水西
すいせい

を鎮圧した際にも、穿青人は非漢族と見られ、軍隊からの暴行

を受けた。「水西伝」には「…軍隊に対抗するために…穿青と仲家
ジュンチャ

は哨戒を務めた…（軍

隊は）穿青（人）の家を何軒も燃やした…」の記載がある、穿青人と他の非漢族は一緒に

漢族軍隊に対抗したが、結局失敗した歴史が記録されている。 

また、同治
ど う ち

元年64、穿青人による反乱について、光
こう

緒
しょ

『平
へい

遠州
えんしゅう

続誌
ぞ く し

』には「…同治元年、

穿青人及び龍杠
りゅうこく

65が反乱した…多くの漢族の民衆は兵禍を受けた…」と記載している。反

乱の理由については、『調査報告』と『重新調査報告』に同じく、「太平
たいへい

天国
てんごく

の影響を受け

た農民が、地主に反抗するために発生した」と指摘されている。 

以上のように、穿青人は自らの利益を保障するため、他の非漢族と一緒に漢族と戦った

り、漢族軍隊の殺害を受けてから非漢族とともに漢族に抵抗した時期がある。 

漢族と非漢族の二重の属性を持っている穿青人内部でも、生活環境の違いによりエスニ

シティに違いが出てくる。同じ時期であっても、内部各集団が求めている利益が違うとす

ると、内部が分化し、異なる民族成分を選択するようになったこともあるだろう。安邦彦

反乱時期の穿青人内部の異なる動きには、まさにその特徴が表されている。居住地の漢族

官府の勢力が強ければ、漢族に近寄り、居住地で非漢族の勢力が強ければ、非漢族に入り、

漢族と対抗する傾向が見られる。そのような歴史があったから、最終的に穿青人は漢族、

非漢族の両者と同一民族として扱われず、「非漢非蛮」の中間集団になった。 

                             
63 定期的に開かれる市場。 
64 西暦 1862年。 
65 龍杠は、当時民間武装集団への呼称である。 
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このような複雑な歴史を持っている穿青人は、中華人民共和国政府にはどう扱われてい

るのだろうか。 

 

第二節 中華人民共和国成立後の穿青人民族成分問題の経緯 

1.二回の民族識別工作 

序章にも言及したように、穿青人の民族成分判定のため、中央政府は 2回の民族調査を

行った。一回目の調査は、1950年代費
ひ

孝通
こうつう

がリーダーを務めた調査組により実施された。

調査は、穿青人の言語、信仰などの風俗を漢族と比較した。調査結果は、「穿青人は漢族

である」と判断した。 

しかしその結果は穿青人知識人の猛烈な反発を招いた。反発の理由は、主に以下の 3つ

である。①調査対象が一面的であった。1950年代の調査は、大定
だいてい

66を中心に行ったが、大

定は清
しん

時代以降中央政府の統治を受けたため、当地の穿青人の漢化程度は他の地域より高

く、穿青人を代表できない67。②史料選択が不十分である。穿青人知識人は、1950年代の

調査は史料より家譜の記載を重視にしている傾向があると主張した。そもそも家譜は十分

な信憑性を持っているのかについて疑問である。③そもそも明清の時期、貴州省に移住し

たのは江西省
こうせいしょう

の人に限らない。多種多様なルーツを持っている移民集団の中、「穿青人」

という江西省からの移民集団だけが移住元の地域的な特徴を持っているのは、論理的でな

い。 

これらの反対意見があった結果、貴州省は 1981 年から二回目の民族識別工作を実施し

た。二回目の民族識別工作について、当時貴州省省委68副書記を務めた苗
びょう

春亭
しゅんてい

は「自己

識別」の方針を提案した。苗は「…私は、できれば自民族の幹部や知識人を中心に調査組

を組んだ方がいいと思う…彼らは積極的にこのこと（民族識別）をやってくれるはず…彼

らの中には研究力を持つ人もいる、そういう人たちは当地でも名望が高い…科学的な根拠

があれば、自らも結論が出せる」という意見を出した69。 

                             
66 現在の大方県。 
67 例えば、大定には「老輩子話」を話せるひとがいなかったが、田舎の地域にはまだ「老輩子話」を話

せる人がいた。 
68 省委とは共産党省委員会の略。 
69「苗春亭同志在全省民族識別工作座談会的談話」（1981）。 
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図 11 出典「苗春亭同志在全省民族識別工作座談会的談話」一部 

 

その意見に従い、二回目の民族識別工作の主体は、その民族出身の幹部や知識人であっ

た。ところで、調査組内部は必ずしも意見が一致していたわけではない。当時調査組の一

人であった李発春
りはっしゅん

は、1982 年 2 月、史料調査係として江西省に派遣されたが、結局彼は

「穿青人の先祖は洪
こう

武
ぶ

年間軍隊と一緒に貴州省に移住してきたのではなく、元末
げんまつ

戦争で負
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けた陳友諒
ちんゆうりょう

の敗軍が、湖南省
こなんしょう

を経由した後、貴州省に入った人々である」と考えた。李は

「敗兵たちは、当時人が少なく、政府の統治力が弱い西の方に逃げようと思って、西に移

動し始めた。途中で、追手が来なかったら、一時定居し、また追われたら西に移動し続け

る」と述べた。しかしその意見は当時調査組内部主流の意見（穿青人は貴州省の原住民で

ある）と一致しなかったので、彼は調査組から外され、1982年 10月からまた新しい人が

江西省に調査しに行った。 

結局、第一章に示したように、調査組は「江西省から移住してきたという伝説は信憑性

がない」と結論づけ、「穿青人は貴州省の原住民である」と指摘した。1985年、貴州省民

族事務委員会が国家民族事務委員会に調査報告を提出したが、「穿青人と漢族の間の違う

ところより似ている部分が多い」と回答され、報告は採用されなかった。1986 年 5 月、

国家民族事務委員会党組
とうぐみ

の報告には「…我が国の民族識別の任務は、50 年代においてほ

ぼ完了した。民族成分を訂正する件も、基本的に解決できた…似ている民族集団に対して

は…できれば一体にさせ、同じ民族に分類する」という方針を提出した、それにより穿青

人が単一民族として承認されるのはほぼ不可能になり、二回目の調査報告も資料として保

存されるに留まった。 

このような背景において、中国公安部が管理している、身分証の民族成分はどのように

記載されたのであろうか。 

 

2.2005年の公安部70による「指示」 

元々、1986 年 2 月「公安部、国家民族事務委員会関于居民身分証使用民族文字和民族

成分塡
でん

写
しゃ

問題的通知」（塡写とは記入の意）には、「…既に漢族として認定された集団は、

本人に意見があっても、『漢族』と記入すべきだ…」と指示を出したが、貴州省内部では

その指示が不適切であると判断し、実施しなかった。4 月、「中共貴州省常委弁公紀要」

（1986）29号が出され、「…明確な解決方法が出てなければ、現状を維持する…民族成分

は従来のままで記入する」という指示が出された。 

2003年 5月、穿青人の民族成分の記入について、公安部は「漢族で記入してくさだい」

とする意見を改めて提出したが、穿青人集団の強い反対を招いた。穿青人の代表は、織
しょく

金県
きんけん

民族事務委員会を経由し、貴州省民族事務委員会に反対意見を提出した。その結果、

2003 年 8 月、「公安部関于対貴州省革家
ガ カ

人
レン

71和穿青人居民身分証民族項目内容填写問題的

批復」（図 12）が出され、「…民族団結や社会の安定を維持するため、貴州省の革家人や穿

青人に対しては…民族成分は以前と同じように記入してください…民族項目の記入に対

する不満があれば、早めに報告してください…1986 年 2 月の通知と本通知が不一致なと

ころは、本通知を基準に修正してください…」と返答した。 

                             
70 公安部は、中国国内治安を保つ行政単位である。 
71 中国では、亻革家人と書きます。その漢字が見当たらないため、代わりに「革家人」を使う。 
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図 12「公安部関于対貴州省革家人和穿青人居民身分証民族項目内容填写問題的批復」 

下線が引いているところには「貴州省の革家人や穿青人に対しては…民族成分は以前と同じ

く記入してください」と書いてある 

 

しかし、身分証に「穿青人」と登録できるのは、貴州省省内だけに過ぎない。他の地域

の公安部の戸籍管理システムには、穿青人のコードがない。そのため、貴州省以外の地域

で身分証の発行を申請する場合は、穿青人ではなく、漢族として記入されるケースが多い。

他の地域で穿青人を身分証に記入したい場合、貴州省公安部に民族コードを申請する必要

がある72。 

このように、いくつかの指示を経て、最後には「穿青人」という民族成分はローカルに

は承認されたが、他の公式に認定された少数民族のように、全国的には一個の民族として

承認は得られていない。むしろ「穿青人」という民族成分は、貴州省省内だけに限られた、

中央政府との妥協の産物とも言える。 

このような「穿青人」集団という「不安定要素」を消すために、2014年に貴州省民族宗

教局がある通知を出した。 

                             
72 唐紅麗「穿青人写進身分証 需向貴州省申請民族代碼」中国社会科学網 2014年 5月 12日

http://www.cssn.cn/zx/bwyc/201405/t20140512_1155580.shtml 最終アクセス 2019年 11月 17日。 

http://www.cssn.cn/zx/bwyc/201405/t20140512_1155580.shtml　最終アクセス2019年11月17
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3.穿青人に対する政策の動き―2014年以降― 

2014 年の「貴州省民族事務委員会関于開展未定族称人們共同体的族称認同基礎工作的

通知」には、未識別民族問題の解決についていくつかの原則が提出されている。それらの

中でも特に注目すべきなのは、「…その問題が未解決である以上、現状のままを維持すべ

きだ…」と指摘したが、その次には「…自発的に他民族に変えたいのであれば、『就近認
しゅうきんにん

同
どう

』73の方針に従い、居住地近くにいる民族に変更することは許可する。出身地から離れ

た人が民族成分を変えたい場合は、出身地の状況を基準に変更してください。このような

原則に同意すれば、民族成分の変更ができる…」という、一定条件を満たせば、穿青人が

他の民族に変更することもできる案が出されたことだ。 

その後 2015 年 6 月に出された「中国公民民族成分登記管理辦法」の第十九条には「未

定族称公民の民族成分は、国の規定に従い管理してください」のような曖昧な表現がみら

れるが、2015 年 9 月に出された「貴州省公民民族成分登記管理実施方法」の第二十二条

には「未定族称公民の民族成分は、国や本省の規定に従い管理する。人民政府民族事務部

門は『自発的』『就近認同』の方針に従い、未定族称公民の民族成分工作を行うべきだ…」

と明確な表現のもと、公式的に穿青人の民族変更が許可された。 

 

                             
73 居住地近くの民族であれば、その民族に変更することが可能である。しかし、居住地が近くない民族

に変更することは認められない。 
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図 13 民族成分変更の際に記入が必要な書類１「貴州省公民変更民族成分証明書」 

証明書には「民族成分を変更することを許可する」という内容が記載されている 
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図 14 民族成分変更の際に記入必要な書類 2「貴州省公民民族成分認同証明書」 

証明書には「自発的に〇〇族に変更したい意思が批准された」という内容が記載されている 

 

しかし、しばらくして後に、その政策は中止された。中止に関する資料は入手できなか

ったが、インタビュー対象者の李
り

崇敬
すうけい

74の話から、中止決定の経緯がわかった。貴州省民

族宗教局は 2012 年頃「穿青人の民族意識」について調査したが、その調査は、多くの人

に誤解され、結局、「今民族を変えないと、今後は強制的に漢族に変更させられる」とい

う噂になった。そのため、2014年、貴州省民族宗教局が通知を出した後、子供のために、

多くの人は民族変更の手続きをした。2014 年の通知に対し、穿青人内部一部の人は「そ

れは我らの長年の闘争の勝利」であると考えていたが、より多くの長老や知識人は「この

政策は意図的に穿青人を分裂しようというもの」と考え、政府に批判的な声をあげた。ま

た、他の民族からも「どうして穿青人は民族成分を選べるのか、それは不公平である」と

の指摘があった。その結果、2016年には、この政策は取り消された。 

                             
74 インタビューは、2019年 1月 16日、織金県で行った。 
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公式には取り消されたこの政策だが、実際には続いている。織金県民族宗教局により、

2016年 2月から 7月までで、民族変更した世帯数は 3061戸で、3月から 7月の間で、個

人で民族変更したのは、556人だった。人数は少ないが、変更を希望すればできる。実際、

筆者が織金県民族宗教局に行った時も民族変更しに来た人がいた。その家庭は、「子供の

ために変更しに来た」と述べ、他の民族になれば今後ずっと優遇政策を受けられるという

安心感を求めるために民族変更したいと話した。 

このように、国の平穏を保つため、中華人民共和国成立以降穿青人に対する方針が何度

も変わった。その変化の過程は、外部の認識と穿青人内部の認識が衝突しているから発生

したものと言える。 

最初、穿青人は漢族として認定されたが、穿青人集団に反対されたため、二回目の民族

識別工作を実施した。しかし、1986 年国家民族委員会党組が提出した方針によって、穿

青人が単一民族として承認されるのが不可能になり、しかも 1986年 2月の公安部の通知

により身分証の民族成分も漢族に変更させられる動きがあった。貴州省政府の関係で公安

部の通知は実施されなかったが、その時期中央政府の「穿青人を漢族にさせる」とする方

針が見られる。また、「穿青人」という民族成分を承認したものの、その民族コードは貴

州省内に限られた。また、穿青人が周辺の少数民族に民族変更できるようにした政策から

は、政府側が穿青人を分化させ、既存の民族に吸収させることによって、これ以上の民族

を増やしたくないという意図が見受けられる。このような政策中、穿青人自身は、自らの

民族成分についてどのような考えを持っていたのか。 

 

第三節 穿青人内部の認識 

1.「穿青人」としての自己認識 

現地で調査した結果、年配の人や知識人、長老たちは「穿青人」の身分に対し強い誇り

を持ち、「絶対に変えない」と強い意思を表明することがわかった。また、県中心から離

れている以那鎮や桂果鎮にも、自らは穿青人であると主張している人は多く存在する。 

李発春75は、「我らは穿青人である。漢族ではなく、貴州省の土着民でもない。識別報告

の結果はどうであろうと、政府の政策がどうであろうとも、我らは穿青人である事実は変

わらない。私は、国から単一民族として認定されることを求めているのではなく、そもそ

もそのことも非現実的である。私は、ただ『穿青人』という集団は存在していることを承

認してもらいたい。この国に生きてきた私たちは、なんで今さら他の民族に変更しなけれ

ばならないのか」と話した。また、「別に私は優遇政策を求めるために承認されたいので

はない。その（大学入学試験にプラスされた）20点76のために、自分の先祖を変えたりし

て、他の民族になったりして、それは本当に良いことと思う？そもそも大学試験は実力を

測る場でもあり、そんなモノの関係でいい点数取れたら嬉しい？」として、自分は単に「穿

青人」の身分を認めてもらいたい、決して優遇政策のために穿青人を主張したのではない

と宣言した。2014 年の民族変更政策に対して、彼は「今は民族変更できるような政策が

あるが、そもそも生活習慣も文化も風俗も違うし、ただの呼称変更にはどんな意味がある

のか？そもそも共産党は民族平等と主張しているが、なんで穿青人の場合は他の民族に変

更する必要があるのか？それは、一種の民族同化政策ではないか？」と強い口調で述べた。 

                             
75 インタビューは、2018年 9月 13日、織金県で行った。 
76 少数民族優遇政策の 1つは、少数民族であれば、大学入試試験の最終採点に点数がプラスされる。具

体的な点数は、各省の政策により異なる。貴州省織金県出身の少数民族が貴州省省内の大学に出願する

場合は、20点がプラスされる。 
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元織金県の幹部であった李隆彦
りりゅうげん

77も、似たような主張を持っている。さらに、李は「当

時、貴州省のリーダーが織金県に来て、穿青人を土家
トゥチャ

族に変更してはと勧めた。しかしそ

れは口頭で話したから、それに関する記載はない」と話し、民族変更政策の同化性を批判

した。「政府は、民衆がその政策に反抗することを心配したため、民族変更工作を中止し

た。それは、民族と政府の間に矛盾が生じないように行った行動である。しかし、今でも

他の民族に変更する人がいる、彼らの変更先の民族はバラバラである」と李が話した。 

李崇敬は、織金県李
り

氏
し

協会会長を務めている人である。彼も穿青人と自己認識している

が、民族変更政策に対する態度は、先の 2人と違う。李は「私自身は絶対に民族変更しな

い、そしてその政策にも反対する。ただ、協会内部の人がどうしても民族成分を変更した

いのであれば、私は止めない。その場合、私は似たような部分があるイ族か土家族に変更

するのを勧める」と話した。 

また、民族変更したとしても、自分は穿青人であると認識している人もいる。「国家政

策を守るために、民族成分を変更した」と語ってくれた李隆浩
りりゅうこう

78は、今織金県に在住して

いる。彼は民族成分を変えたが、家にはまだ五顕神
ウシェンシェン

を祭祀している。「ただ身分証の記載

が変わっただけで、私が穿青人であることに何も影響しない」と彼は話した。 

このように、一部の穿青人は、代々伝承して来た「穿青人」という身分を守ろうとして

いる。彼らは、政策的な優遇より、1つの民族であることを認められたいのである。そし

て、民族変更した人の中にも、穿青人と自己認識している人がいる。しかし、それは穿青

人全員が持っている考えではない。穿青人内部には、「漢族」と自己認識している人もい

ると楊然（2006）は指摘している。 

 

2.「漢民族」としての自己認識 

楊然は、穿青人内部にも、「少数民族から脱離し、漢族籍に加入する」という声が存在

すると指摘したが、筆者が二回調査した限りでは、そのような意見を持っている人には出

会わなかった。ここでは楊が挙げた例を引用する。 

 

「…現在（2006年）貴州省財政庁長を務めている李
り

隆 昌
りゅうしょう

は穿青人である…彼は、少数

民族として差別を受けるよりは、政府に認定された漢族の身分を受け入れた方がいいと考

えている…また、清鎭
せいちん

第一小学校校長を務めた楊
よう

正兵
せいへい

は、穿青人と漢族とは何も違わない

と主張し…清鎭の穿青人は漢族と同じな経済力や文化を持っている…」（楊、2006、p108） 

 

同じ知識人の中でも、自らの民族成分に対する認識は異なっている。では、その 2つの

考え以外、民族成分について他の考えはあるのか。 

 

3.「民族成分」にこだわりがないという考え方 

                             
77 インタビューは、2018年 9月 13日、織金県で行った。 
78 インタビューは、2019年 1月 18日、織金県で行った。 
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調査では、多くの若者は民族成分にこだわりがない。 

李燕萍
り え んへ い

79は、現在織金県に民宿を経営している。初回インタビューした時、彼女は、「私

は穿青人で、別に民族成分変更は必要ない」と返答したが、二回目のインタビューではは

「まあ、正直私たち（穿青人）と漢族とは何が違うのかについて、私もわからない。ただ、

まわりの親戚は皆民族成分を変更しないから、私も変えない。まあ、仮に本当に変えなけ

ればならない時が来たら、その時は親戚と同じ民族に変更するかな」と言った。 

小盧
シャオルウ

80は、桂果
け い か

鎮出身で、今は貴陽市で青果店を経営している。「正直、私の代になっ

て、穿青人のことはほぼわからない。ただ親からそれ（民族成分）を継承しただけ。別に

他の民族になっても構わないと思うけど。今の時代には、どんな民族であっても、商売の

難しさは一緒だから…」と盧が話した。 

このように、穿青人文化や風俗に馴染んでいない若者は、穿青人という集団への帰属意

識が弱い。彼らにとって、「優遇政策があれば別にどんな民族でもいい、むしろ他の少数

民族になった方がより安心して優遇政策を受けられる」（小盧）。 

自民族の文化や風俗に対する理解程度が異なるため、自らの民族成分について、穿青人

内部にも統一した見解がない。若者の中には、小盧や李燕萍みたいにあまり穿青人の文化

を知らない人もいれば、李
り

玉誌
ぎょくし

みたいに熱心に穿青人の資料を収集し、「穿青之家」とい

うサイトを運営している人もいる。しかし、調査した結果によれば、李燕萍が代表する「民

族成分にこだわりがない人」が多いとわかった。多くの人は、彼女みたいに、まわりの人

と一致するために民族成分を変更しなかった。 

このように、形成した時から漢族と非漢族の二重性を持っている穿青人は、国から受け

た政策も時期により異なる。外部からの認識が多様である以外、穿青人内部の自己認識も

一致していない。「漢族」から「非漢族」、そして「未識別民族」に分類されるようになっ

た穿青人は、長い歴史の中、どのように自らのアイデンティティを維持できたのか。その

アイデンティティはどのように構築されてきたのか。続いての第三章では、服装、信仰の

2つの方面から彼らのアイデンティティの構築過程を解明し、今後、彼らのアイデンティ

ティはどのように発展するのかを分析していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
79 初回インタビューは、2018年 9月 15日、織金県で行った。二回目のインタビューは、2019年 1月

15日に行った。 
80 被調査者の希望により、ここではニックネームを採用。インタビューは、2019年 1月 18日、織金県

桂果鎮で行った。 
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第三章 穿青人アイデンティティの構築 

第一節 服装 

1.穿青人服装の特徴 

まずは穿青人の服装の特徴について紹介していきたい。 

前述の通り、穿青人は、チン色の服を着ているため、周りの民族からそう呼ばれた。チ

ン色以外、彼らの服装には以下のような特徴が見られる。 

穿青人の婦人の服は、「三節袖両節衣」（図 15）を着用している。名前の通り、服の袖

は、3つの段になっている、襟は二重となっている。チン色の上着は腰まで、そしてスカ

ートは藍色で、膝下までだ。上着の最下部は白い布が縫われている、襟と袖口には鉤状雲

の柄がついている。襟は二重または三重となっており、一番高いのは真ん中の 2.5寸81で、

残りの 2つはそれより少し低めである。着用の際には襟を肩に翻す。ウエストには、チン

色の腰帯を使う。 

 

 

図 15 服の上着 出典 陳宏枢『穿青人の穿青人歴史与文化』 

                             
81 1寸はおよそ 3センチである。 
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図 16 中華人民共和国建国前の穿青人婦人の写真 出典 陳宏枢『穿青人の穿青人歴史与文

化』  

図 17 1980 年代穿青人婦人の写真 出典 陳宏枢『穿青人の穿青人歴史与文化』 
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未婚女性の服は、また異なっている。未婚女性の服は、三段になった袖ではなく、袖

は一重である82。袖口には、白い布か鉤状雲
かぎじょううん

の柄がついている。下半身はスカートでは

なくズボンを履く。 

男性の服装については、図 18のように、年配の人はチン色の長衫
ながうわぎ

83や腰帯を着用、下

半身は太いズボンを履く。 

 

 

図 18 穿青人男性の服装  

出典 澎湃新聞（2014）「只占 1.2%，穿青人為何不愿改為漢族?」84 

 

しかし、似ているような服装は、他のエスニックグループの中にも見られる。貴州省に

                             
82 袖に関しては 2つの言い方がある。陳（2004）は二重であると指摘したが、楊然（2006）は袖は一重

しかないと指摘した。ここでは、楊の意見を採用。 
83 着丈が長い服（ほぼかかとまで）。 
84 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1253793 最終アクセス 2019年 11月 19日。 

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1253793　最終アクセス2019年11月19
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は、「穿青大
ダ

屯堡
トンパオ

、屯堡小
シャオ

穿青」の諺があり、穿青人と屯堡人の服装が類似していること

がこの諺から読み取れる。塚田（2004）は、屯堡人とノ・ス85、里民の既婚女性の服装を

比べた結果、差異はあるが基本的には似ていて、その 3つの集団の服装は、ほぼチン色で

あると指摘した。 

 

 

図 19 天龍鎮屯堡人の服装  

出典 塚田誠之 （2001）「『屯軍の末裔』たち―貴州における移住と民族の生成」 

                             
85 一部イ族土司の自称。 
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図 20 里民の服装  

出典 塚田誠之 （2001）「『屯軍の末裔』たち―貴州における移住と民族の生成」 

 

 

図 21 塚田によりノ・スの服装  

出典 塚田誠之 （2001）「『屯軍の末裔』たち―貴州における移住と民族の生成」 
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図 22 鳥居龍蔵が撮影した「里民子」の女性  

出典 塚田誠之 （2001）「『屯軍の末裔』たち―貴州における移住と民族の生成」 

 

名乗りが違っているこれらの 3 集団が、類似した服装を持っているのはどうしてだろ

うか。それは、漢族との関わりがあるからと推測できる。そもそも、里民の前身である里

民子は、第一章に述べたように、漢族の影響を受けた集団である。屯堡人は「屯軍の末裔」

であると自己認識し、自らは漢族であるとしている。ノ・スの場合について、塚田は、「『ノ・

ス』の『里民』に似た服飾は、必ずしも『伝統的』なものと限らないであろう。『里民』

と接触してその影響を受けた可能性があるからである」と判断した（塚田、2001、p287）。 

このような漢族文化の影響を受けて形成された服装は、穿青人アイデンティティの構築

にどのような影響を与えたのか。 

 

2.「服装」の穿青人アイデンティティへの影響 

（1）穿青人が形成された時期 

鄧
とう

は、服装が民族集団の形成に果たした役割について、「…服装は、同じ集団の人たち

の自民族文化への一体感を強化した…」と説明した（鄧
とう

、2011、p18）。穿青人の場合にも、

このような特性が見られる。 
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第一章に述べたように、「土人」に関する記録が初めて出たのは、明初の時であった。

その時の記載の中には、まだ「チン色」の話が出ていない。その服に触れた史料は、清道

光年間の記録である。呉三桂が水西の軍事活動を記載した「水西伝」86を参考にし、彼ら

のチン色の服装が外部から集団的特徴とされた時期は、一番早くても康煕三年87の話にな

ると推測できる。いわゆる、それ以前、穿青人の「チン色」の服装はシンボルとして見ら

れてなかった。そのことは、それ以前の「百苗図」にある「土人」「里民子」の服がバラ

バラであったことからも解釈できる88。 

そもそも、「土人」の記載と一緒に出たのは、服装ではなく、信仰である「五顕神」で

あった。穿青人道士 89を務めた張如
ちゃんじょ

舟
しゅう

90は「元々、貴陽市には五顕神
ウシェンシェン

を祭祀する

『 五 顕 廟
ウシェンシェンミャオ

』があったが、明代後期になり、多くの穿青人は貴陽市を離れたため、貴陽

に戻ることや五顕廟で祭祀を行うのが難しくなった」と話した。その話は、穿青人の移動

ルートとは一致している。このように、少なくとも康煕時代まで、そのチン色の服装は彼

らのシンボルになっておらず、彼らのアイデンティティを構築したのは、五顕神という信

仰であった。 

ではその服装がシンボルになったのは、どのような原因があったからだろうか。それは、

2 つの推測ができる。1 つ目は、外部からの脅威、いわゆる呉三桂の軍事活動と関係ある

という推測である。前文チン色の服装に関する伝説にも述べていたように、穿青人は、呉

三桂に殺されないように、チン色を使い、自らの漢民族性を強調した。また、「穿青」と

いう用語が初めて出たのは「水西伝」であり、呉三桂に反抗する少数民族として扱われた。 

続いて、2つ目は道光年間イ族に反抗するために、服の色が民族特徴として使われ、そ

の後シンボルになったという推測である。そのチン色の服が彼らの集団的特徴であると記

載された最初の文献は、道光年間91の『安平県誌』である。嘉慶年間の記録にはまだ現れ

ていなかったその特徴が道光年間に記載されるようになった理由はなんであろうか。ここ

では『調査報告』の記載を引用して分析しよう。『調査報告』によれば、道光年間におい

て、穿青人地主の勢力が急速に成長したが、その成長の過程で、彼らは元々その地域の経

済を支配したイ族土司に差別された。土司の経済的な支配に反抗するため、穿青人はその

チン色の服装を強調し、自分たちは漢族であると主張、穿 藍 人
チュアンラン レン

92地主と協力した。この

時期、服装は穿青人集団の漢族としてのアイデンティティを強化した。 

このように、「チン色」という服色は、「土人」集団が形成された頃にはまだ一種のエス

ニックシンボルとして扱われなかった。彼らが少数民族地域に移住した後、外部と対抗す

ることにより、一種のエスニックシンボルとされ、彼らのアイデンティティを強化した。

その服の色がアイデンティティに影響し、アイデンティティを構築するようになったの

は、早くても康煕三年、遅ければ道光年間と推測できる。では、その服の色がアイデンテ

ィティに最も影響したのはどんな時期なのか、それは、どんな背景があったからなのか。 

                             
86 水西地域の民間記録。 
87 1664年。 
88 前述の通り、「土人」「里民子」に関する記載の中、服装に関する記載は一貫していない。 
89 織金県には、穿青人道士と漢族道士が分かれており、穿青人道士は、「跳菩薩」の儀式を務める人

で、普段は自分の職を持ち、跳菩薩の期間になったら道士になり儀式を行う。 
90 インタビューは、2019年 1月 13日、織金県以那鎮で行った。年のため、彼は現在は引退した。そ

の仕事を引き継いたのは彼の息子である張志超である。 
91 1821年-1850年。 
92 藍色の服を着る人々。 
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（2）穿藍人との差異を強調する時期 

まずは穿藍人について少し触れておこう。第一章第三節の「『穿青人』の名の由来」で

既に紹介したように、穿藍人は穿青人より後に来た漢族である。彼らは清の時期官僚とし

て派遣され、あるいは商売をしに水西地域に行き、定着した人である。彼らは、比較的裕

福で、権力を持っている。服色はチン色ではなく、きれいな藍色であった。そして、穿青

人の婦人が纏足しないのと違い、穿藍人の婦人は纏足する。また、居住地に関して、穿青

人は農耕に就いていたため、ほぼ街から離れたところに居住しているが、商売を中心とす

る穿藍人は県城に住んでいた。 

清末民国初になると、大量の物資が外部から貴州省に流入した。それ故に、当地の自給

自足の経済体系が維持できなくなり、代わりに商品経済が発展した。商品経済の発展によ

り、街場93の数や開催頻度が増えた。当時、街場を支配したのは、穿藍人であった。穿藍

人は、外部との繋がりを持っているため、コストが安い大量の商品を当地に輸入できた。

穿青人が生産した農産物は高価で売れず、経済的な差が徐々に大きくなった。このような

動きは、納雍大兔場
のうようだいとじょう

の支配者の変化からも見られる。前述の通り、イ族土司の経済的な支

配に反抗するため、穿青人と穿藍人と一緒に納雍大兔場を立てた。最初、大兔場を支配し

たのは穿青人であったが、その後市場経済の発展により、支配権は穿藍人に移った。 

このような経済的な格差により、穿青人と穿藍人との間の衝突が激しくなった。穿青人

は穿藍人を「野狗精
イエゴウジン

」94、穿藍人は穿青人を「通背猴
トンベイホウ

」95と呼んでいた。双方の間には暴力

沙汰があり、お互いのことを蔑称で呼んだりした。『調査報告』には、民国二十年96大定

猫場
マオチャン

における穿青人と穿藍人間の衝突事件の例がる。当時、穿藍人は「…猫場には人が

いる、お前らサルたちをすべてぶっ殺す…」を標語にし、それに対し穿青人は「…猫場に

は犬が現れ、全ての街道を占領した。俺はお前ら犬たちをすべて殺してみせる」を標語に

した。その直後、2つの集団の間には衝突が激しくなり、ついに殴り合いが始まった。 

穿藍人と衝突する中、相手の所属集団を確認できたのは、他でもなく、その服の色であ

る。その理由は他のエスニックシンボルより、服の色の方がよりわかりやすいからである。

このように、穿青人は穿藍人と差をつけたいため、外部からもわかりやすい自らのチン色

の服の色を強調し、穿藍人に対抗した。穿藍人に対抗する過程で、穿青人集団としてのア

イデンティティが強化された。 

このように、外部と対抗することにより、穿青人のチン色の服装がエスニックシンボル

として扱われ、穿青人アイデンティティの構築に影響を与えた。しかし、服装によって構

築されたのは、必ずしも非漢族的なアイデンティティでもない。政治環境や他の民族との

関係性により、時には漢族としてのアイデンティティを強化し、時には非漢族としてのア

イデンティティを強化させた。 

では、穿青人アイデンティティの構築に影響を与えた服装は、現代はどうなっているの

か。 

 

3.服装の現状 

                             
93 定期的に開く市場。 
94 一種の蔑称であり、野良犬を意味する。 
95 蔑称であり、サルを意味する。 
96 西暦 1931年。 



44 

 

前述の通り、現在、穿青人の服装を保有している家庭は少ない。桂果
け い か

鎮
ちん

の政務服務中心

の弁公室主任を務めている97諶
しん

業
ぎょう

華
か

98によれば、十数年前にはまだ服装を着用する人が多

かったが、十年前の遷移政策99により、機能性、特に保温性が弱い伝統服装を捨てた人が

多い。また、当地は亡くなった人の日常用品をすべて燃やす習俗があるため、死者が使っ

たものはほぼ保有していない。その他、政府の経済開発により、穿青人と穿藍人の経済的

な格差が緩和され、服装が持っている外部と区別する機能やアイデンティティを強化させ

る機能が失われてきたのも、服装を捨てた原因の 1つであると考えられる。 

諶によれば、現在、民間には服装を保有している人が殆どなく、山奥の僻地に行かない

と伝統服装は見かけないという。実際、筆者が調査した地域では、服装を保留している人

は水壩
す い ば

村
そん

にしかいなかった。桂果鎮から水壩村に行くにはバスがなく、車でも 20 分くら

いかかる。そんな僻地のところにおいても、服装を保有しているのは一世帯しかいない。

しかも、現在保有しているのは、文献に記載されているような派手なものではない（図 23）。 

 

 

図 23 水壩村で見つけた服装 水壩村、2019年 1月、筆者撮影 

 

また、当地の観光活動を促進させるため、2014年桂果鎮政府とある企業が協力し、「穿

                             
97 2019年 1月時点。 
98 インタビューは、2019年 1月 17日、織金県桂果鎮で行った。 
99
 遷移政策とは、政府による交通不便なところに分散居住している村落を、道路近くに移住させること

である。その政策により、元々規模の小さい村落が合併し、一個の大きな村落（あるいは鎮）になる。 
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青人文化小鎮」という企画を出した。その時「穿青人服装ミュージアム」という施設が建

てられたが、その後資金不足や観光客が少ないため、企業が倒産し、穿青人服装ミュージ

アムも開放されなくなった。調査の時には政府の協力を得られ、中を見学できたが、そこ

に陳列されているのは、穿青人の伝統服装ではない（図 24）。諶によれば、中にある服装

は、当時他の民族のデザイナーに頼んで作られたものである。 

 

 
図 24 穿青人服装ミュージアム 桂果鎮、2019年 1月、筆者撮影 

 

このように、現在穿青人の伝統服装を保留している人は少ない。そして現在保留してい

る服装も、文献の記録内容とは異なる。服装ミュージアムに陳列しているのも穿青人の伝

統服装ではなく、現代社会で作られたものである。このような現状である服装は、穿青人

のアイデンティティにまだ影響しているとは言い難い。では服装以外のもう 1 つのエス

ニックシンボルである五顕神という信仰の現状はどうなっているのか。次に五顕神につい

てみていこう。 

 

第二節 信仰 

1.穿青人の五
ウ

顕
シェン

神
シェン

の伝説 

五顕神を祭祀する理由についてはこのような伝説がある。穿青人の先祖が兵士に追われ

た時に、河についたが、船がないため河を渡れない。その際、船を漕
こ

いでいる 5人が現れ、

彼らを河の対岸まで送った。対岸には、人影は全然見えなくて、食品も水も何も持ってな

い彼らは、何をすればよいのか、どうすれば食事できるのかを考えていた。その際、草を

食っている豚が彼らの目に入った。そして豚を捕まえようとしたとき、山の上にあるお寺

を発見した。彼らは、泊まる場所がないため、豚を持ってお寺に入った。中に入ると、お

寺に祀っている神像は、先の 5人だった。命の恩人に感謝するため、彼らは五顕神を祀り

はじめた。 

五顕神を祭祀するため、家に五顕壇
ウシェンダン

は必ず置いてある。その五顕壇は、五顕廟に行けな

くなったから生じたものである。前節の第二部分で述べた張如舟による五顕廟についての

話のように、穿青人の移住により、彼らは貴陽市から遠く離れ、村落もバラバラになった。

貴陽に祭祀に行くことが難しくなった結果、穿青人の先祖は「廟で祀るより、家で祀る方

がより便利だ」から家に五顕壇を置くことを提案した。彼らは「五顕廟」の祭壇の灰を小
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さい容器に入れ、その容器を各家まで持って帰り、祭祀をはじめた。その容器は、「五顕

壇」100と呼ばれる。その際、穿青人の先祖たちは、「この壇は我らのシンボルである、必

ず代々伝承させる」と約束した。 

そのため、子供と分居したら、必ず「跳菩薩
テ ィ オプ サ

」101の儀式をやり、五顕壇を数個（成年男

性の人数分）に分ける102。五顕壇を家に置いたら、そのままずっと動かさない。よって、

家の五顕壇の有無でその人が本当の穿青人か否かを判断できる。 

では、祭典である跳菩薩は、どんな流れで行われているのか。その開催の時間や目的は

なんであろうか。 

 

2.穿青人の五顕神の祭祀 

（1）祭祀の開催時間と開催目的 

「跳菩薩
テ ィ オプ サ

」は、毎年の旧暦の 9月 28日から 12月末までの間に行われる行事であり、分

壇や祖先祭祀、これからの福を祈ること、占い103、運を借りる104などの役割を持っている。

現在、「跳菩薩」はほぼ 2日 1夜105で、合計 15のシーンを演じる。 

 

（2）祭祀の主体を担う「道士」 

「跳菩薩」を担っているのは、「先生」と呼ばれる道士たちである。 

現地では、道教先生以外に、儒教や仏教の先生もいるが、「跳菩薩」ができるのは、穿

青人の道教先生のみである。道士の伝承については、勉強したい人が道士の弟子になり、

師匠からの許可をもらうと法事を執り行うことができるが、師の一門に入ってないと誰に

も雇われない。弟子は全部の知識を勉強でき、独自で跳菩薩ができたら、跳菩薩が開催さ

れた際に「伝度
で ん ど

」というシーンを設け、弟子を「度
ど

職
しょく

」106する。その際は、施主の許可が

必要であり、弟子は跳菩薩の一部費用を負担する。 

                             
100 現在、五顕壇の中には、お米、硬貨などが入っている。 
101 五顕神を祭祀するための儺劇。 
102 それは、「分壇（ぶんだん）」と呼ばれる。 
103 やりたいことができるか否かを占う。 
104「跳菩薩」の最後の段階で、施主が「〇〇年の運を借りたい」と叫ぶ。 
105 民間の伝説によれば、以前において、「跳菩薩」は 7日 7夜をかける。筆者が参加した跳菩薩は 1月

12日の 21時から、14日の 4時までの間に行われた。現在跳菩薩はほぼこのように 31時間連続で演じ

る。 
106 正式に職を務めることを認める。 



47 

 

 

図 25 掌壇師の間に伝承する跳菩薩のやり方 織金県、2019年 1月、筆者撮影 

 

張志超
ちゃんしちょう

107（道士）の話によると、現在道士をやっている人は、普段はほぼ農業や外地へ

出稼ぎに行っている。道士の間の集まりは偶にあるが、その際はほぼ日常会話しか話さな

い。なお、道士は師門の違いによって、法事を執り行う地域も異なってくる108。 

 

（3）祭祀の流れ 

祭祀が始まる前には、まず「設壇
せつだん

」109をして、会場を整える。 

 

図 26 跳菩薩を行われる場所の飾り 織金県、2019年 1月、筆者撮影 

「設壇」の準備が終わったら、その日の夜の 21時から跳菩薩が始まる。跳菩薩は、開 壇
カァィタァン

                             
107 インタビューは、2018年 9月 15日、織金県以那鎮で行った。 
108 調査したところ、師門が違っていれば、その演出の形式も異なってくる。 
109 五顕神の画像などを飾り、跳菩薩の時に必要な道具を置く。 



48 

 

→発
ファ

功
ゴン

曹
ツァオ

→ 交 牲
ヂィアォシィン

→ 請
チィン

神
シェン

下
シィア

馬
マァー

→放兵
ファンビン

→ 合
フゥー

会
フゥイ

→ 大
ダァー

郎
ラァン

殿
 ディェン

→ 雲
ユイン

魈
ショウ

殿
 ディェン

→二
アァ

郎
ラァン

殿
 ディェン

→四
スゥ

府
フゥー

殿
 ディェン

→岳
ユエ

王
ワン

殿
 ディェン

→霊
リン

浮
フゥー

殿
 ディェン

→山
サン

魈
ショウ

殿
 ディェン

→南
ナァン

游
イォウ

殿
 ディェン

→ 水
シゥェイ

魈
ショウ

殿
 ディェン

の順番

で行われ、各段階の中にもいくつ違うシーンを演出する。 

開壇（図 27）、または「起壇」とも呼ばれる。この段階には「壇場の掃除」「起壇」など

の部分に分かれている。掌
ヂァン

壇
タァン

師
シ

110が祭典用の衣装を着用、今回の祭祀の目的を神に報告

する。 

 

 
図 27 開壇 織金県、2019年 1月、筆者撮影 

 

発功曹には、掌壇師が各神に祭祀した後、御札を燃やし、功曹を各神の住所に派遣し、

五顕神の友を誘う（図 28）。 

                             
110 跳菩薩の祭典を主導する人。 
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図 28 発功曹 織金県、2019 年 1 月、筆者撮影 

 

交牲は、「請
チン

聖
シェン

領
リン

牲
シァン

」「交牲」「解
ジェ

穢
フゥェイ

」「参
ツァン

竃
 ヅァォ

」の 4つのシーンに分かれている。祭

祀用の豚や羊111を法壇近くで屠る。刀を持つ人はお面を被り、いくつかの動作を演出して

から屠り始める。 

請神下馬は、屠った豚をきれいに洗った後、豚の頭を部屋の外に向かって神に捧ぐ（図

29）。 

 

 
図 29 請神下馬 織金県、2019年 1月、筆者撮影 

                             
111 筆者が参加したときは、豚のみだった。 
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放兵は、「 練
リィェン

兵
ビン

」「 調
ディアォ

兵
ビン

」「招
ヂァォ

旗
チィー

」「放
ファン

兵
ビン

」に分かれ、兵士たちが集まり各シーンを

演出する。この段階には、二人の道士が衣装を着用し、踊りをする。 

 

 

図 30 踊る時の歩き方  

出典 『中国民族民間舞蹈集成 貴州省畢節地区 織金県巻』 

 

合会は、「造
ヅァォ

橋
チィアォ

」「 捻
ニィェン

香
シャン

112」「合会」に分かれ、五顕神の友人や兵士を五顕神の近く

に送るために、ベンチを雲に見立てて、橋を作る。 

大郎殿には、「武劇」とも呼ばれ、アクションシーンが多い。大郎殿で遊ぶために、五

顕神は「梁山
りょうざん

先鋒」である方
ほう

弼
ひつ

、方相
ほうそう

を先鋒に任命し、行く途中の邪鬼を退治する。こ

のシーンでは、施主の厄払いもできる。 

雲魈殿は、「迎
イン

仙
シィェン

娘
ニィァン

」「戯
シィー

仙娘」に分かれ、「俗壇
ぞくだん

」とも呼ばれる。このシーンは、

子孫繁衍の性的な過程が描かている。このシーンには、卑猥な言葉が続々と出てくる。そ

れは、「俗っぽいほど、神は祟らない」からである（図 31）。 

                             
112 線香を灯し、橋を渡る人たちを誘う。 
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図 31 仙娘は男性が演じる 織金県、2019年 1月、筆者撮影 

 

二郎殿は、二郎が得道前と得道後の違いを描くシーンである。得道前には人に迷惑ばか

りかけた二郎だが、得道後には人を助け、色々な悪党と戦った。 

 

 

図 32 お面を被って演出するシーンは多い 織金県、2019年 1 月、筆者撮影 

 

四府殿は、五顕神が祭祀を引き受け、施主の願いを叶えてあげるシーンである。 

岳王殿は、五顕神と各神と一緒に三山五岳
さんざんごがく

113に遊ぶシーンである。 

霊浮殿は、厄除けのため、霊浮殿の神が施主の家で法事をするシーンを演じる。 

山魈殿は穿青人の農耕生活を演出するシーンである。このシーンはすべての人が参加で

                             
113 三山は、道教神話の三神山（蓬莱、方丈、瀛州）を意味する。五岳は、道教の聖地である 5つの山

（泰山、衡山、嵩山、華山、恒山）の総称である。 



52 

 

き、歌や踊りをする。このシーンは神を祭祀するシーンでもありながら、穿青人の先祖の

農耕生活を再現するシーンでもある。 

南游殿は、五顕神と各少数民族の先祖（または神）と会談するシーンである。 

 

 

図 33 祭祀の時に歌う曲調の一部  

出典 『中国民族民間舞蹈集成 貴州省畢節地区 織金県巻』 

 

水魈殿は「辞
ツゥ

聖
シァン

」「排
パァィ

兵
ビン

」「収
シォゥ

兵
ビン

」「収
シォゥ

壇
タン

」などに分かれる。五顕神を送るため、施主

が法壇の前に跪く、掌壇師は踊りながら歌い、米を撒く。「収壇」には、道士が紙馬、紙

兵を燃やし、その灰を五顕壇に入れる。最後は白米や硬貨を五顕壇に入れ、密封する。道

士が祝詞を唱えた後、開催主は五顕壇を元のところに戻し、祭典が終了する。 

このように、跳菩薩は、多様な機能を持ち、そして多様なシーンを演出する祭典である。

跳菩薩は穿青人の代表的な風俗であり、開催の時には近所の人や親戚が集まってくる。原

則的に穿青人しか参加できない跳菩薩を機に、近所関係や親戚との繋がりが深まり、穿青

人としての自己認識もより強化される。 

では、このような五顕神信仰は、どのように穿青人アイデンティティに影響したのだろ

うか。 
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3.五顕神信仰の穿青人アイデンティティへの影響 

前述のように、明代万暦年間から既に五顕神に関する記載114があった。他者による「土

人」集団への観察であるこの記載は、民間伝説における「五顕壇」の出現の時期と一致し

ている。このように、五顕神の「家神化
い え がみ か

」115により、五顕壇が穿青人集団のシンボルにな

り、穿青人間の繋がりを強くさせたと考えられる。 

中華民国の「移風易俗
いふうえきぞく

」と自ら服装を着用しなくなった116という 2つの原因により、民

国から服装を持つ人が少なくなってきた。現在、服装を持つ人はわずかしかいない。筆者

が取材した人の家には、殆ど服装を保留しておらず、五顕壇だけを保留している。穿青人

知識人も「この五顕壇を持っていれば、その人は穿青人であると判断できる」と主張し、

五顕神への信仰が彼らのアイデンティティを支えていると見られる。 

このように、穿青人のアイデンティティは、明代から五顕神により構築されてきた。五

顕神の「家神化により、穿青人間の繋がりが強くなり、穿青人集団の一員としてのアイデ

ンティティがさらに強化された。その後、より明確に他の集団と区別できるように、自ら

の服装の特徴を強調し始めた。その動きが一番強くなったのは、清代末期穿藍人と対抗す

る中である。その時期、信仰より服装の特徴を強調し、外部との対抗の中で、非漢民族と

してのアイデンティティが強化された。しかし、民国政府により民族服装を廃除するとい

う政策ができ、穿青人の服装は政策的に着用禁止になってきた。 

その過程で、服装によるアイデンティティへの影響力も弱まってきた。十数年前から、

政府の遷移政策や経済発展により、服装は徐々に消滅していた。その代わり、歴史が古く、

既に生活と密着している五顕神が改めてアイデンティティ構築の核になり、彼らのアイデ

ンティティを維持させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
114 郭子章『黔記』、「土人…時間とともに華夏の風俗を学んだ…9月には五顕神を祭祀する…」。 
115 元々廟で祀られていた五顕神が、家に祀られるようになったその過程を、「家神化」と呼ぶ。 
116「調査報告」によれば穿藍人に差別されないように、一部の穿青人は民族服装を着用しなくなった。 
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終章 

1.結論 

このように、現在、貴州省省内に広範囲分布している穿青人は、民族識別工作により「未

識別民族」とされ。彼らは各時期においての呼称も異なる。元々土人と呼ばれた彼らは、

移住や清朝の統治地域の変更により、一部が「里甲」に編入され、里民子とも呼ばれた。

光緒時期117から穿青とも呼ばれたが、それは他称であり、自称ではない。「穿青」が自称

になったのは、イ族土司と対抗する道光年間である、その後清末になり、穿藍人と差をつ

けたい時に定着した。 

第一章第三節のように、史料分析した結果、穿青人は、漢族と通婚して、漢族と融合し

た土人の末裔であると推測できる。いわゆる、穿青人は単なる漢族の末裔でもなく、土人

の末裔でもない。彼らは、土人と漢族とが融合した人たちの末裔であり、遅くても明代万

暦の時その集団は現れた。そのため、穿青人には「漢族と少数民族の特徴を同時に持って

いる」という特徴が見られる。彼らは、移住と再移住の過程において、他の集団と接触、

融合し、複数の文化と接触した。他のエスニックグループの文化を吸収したから、彼らの

「二重性」はさらに強化された。 

第二章では、彼らが持っている「二重性」について紹介し、中華人民共和国成立後の穿

青人民族成分問題の経緯をまとめた。漢族と少数民族の二重の属性を持っている穿青人内

部でも、生活環境の違いによりエスニシティに違いが出てくる。同じ時期であっても、集

団内部で求めている利益が違うことにより、内部が分化し、異なる民族成分を選択するよ

うになったこともある。安邦彦の反乱の時期の穿青人内部における異なる動きには、まさ

にその特徴が表れている。居住地の漢族官府の勢力が強ければ、漢族に近寄り、居住地の

少数民族の勢力が強ければ、少数民族に入り、漢族と対抗する傾向が見られる。 

このような歴史があったから、穿青人の民族成分に関する考え方も「漢族である」と「少

数民族である」の 2つに分かれている。前述の通り、二回の調査報告とも、歴史における

穿青人の民族成分の一面を肯定し、一面を否定にしていた。本論文は、このような穿青人

の民族成分を判断するというより、「穿青人のアイデンティティの構築」について議論し、

穿青人アイデンティティの形成や発展を明らかにしてきた。 

そのため、第三章では穿青人エスニックシンボルである服装や信仰について紹介し、各

時期におけるエスニックシンボルの役割を分析した。前述の通り、穿青人のアイデンティ

ティは、明代から五顕神により構築されたと考えられる。五顕神が「家神化」したことに

より、穿青人間の繋がりが強くなり、穿青人集団の一員としてのアイデンティティがさら

に強化された。その後、より明確に他の集団と区別できるように、自らの服装の特徴を強

調し始めた。その動きが一番強くなったのは、清代末期穿藍人と対抗する中である。その

時期、内面的な特徴である信仰より、外面的な特徴である服装が強調され、外部と対抗す

る中、非漢民族としてのアイデンティティが強化された。しかし、民国政府により民族服

装を廃除するという政策ができ、穿青人の服装は政策的に着用禁止になってきた。 

それから、服装のアイデンティティへの影響力が弱まってきた。十数年前から、政府 

の遷移政策や経済発展により、服装が徐々に消滅していた。その代わり、歴史が古く、既

に生活と密着している五顕神が改めてアイデンティティ構築の核になり、彼らのアイデン

ティティを維持させた。 

 このように、穿青人アイデンティティは、主に五顕神により構築された。その後外部と

の対抗する中、よりわかりやすい服装がエスニックシンボルとされ、他民族との関係性に

より、時には漢族としてのアイデンティティを強化し、時には非漢族としてのアイデンテ

                             
117 西暦 1875年-1908年。 
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ィティを強化した。異なる時期においては違う方向性が現れたとしても、一個の集団であ

るという認識は強まった。外面的な特徴である服装は時代により影響力が上昇したり、低

下したりするが、内面的な特徴である五顕神はずっと彼らのアイデンティティに影響し続

いてきた。現在、服装の影響力が低下することにより、穿青人のアイデンティティを維持

させているのは、信仰である五顕神だ。 

 

表 1五顕神と服装がアイデンティティ構築への影響力の変化 筆者作成 

 

2.残された課題 

今回の研究では、先行文献を参照し、穿青人のルーツを分析し、民族の二重性が形成さ

れた理由を明らかにした。その上で、穿青人アイデンティティはいかに構築され、集団の

発展により構築の核はどう変化してきたのかを解明したが、参与観察の時間的、空間的制

約があった、そのため、最後に出したその推測は決して間違いがないとは言えない。 

例えば、調査の時に、織金県の隣りの納庸県での「跳菩薩」は織金県のとは違うところ

があると気づいたが、時間の制約で具体的には調査出来なかった。各地の「跳菩薩」を比

べ、そして各地の穿青人の苗字分布を総合的に分析すれば、彼らの民族属性をより厳密に

判断できると考えている。 

また、穿青人社会には、宗族という存在がある。宗族は、「同宗」つまり共通祖先から

の父系出自の系譜を引く者同士が集まって作る集団をさしている（瀬川、2004、p118）。

織金県には、張、陳、李、王の 4つの宗族がある。こういった宗族の存在は、穿青人集団

の維持及び発展にどのような影響を与えたのかを考査すれば、穿青人をより解明できたと

思う。 

筆者は、織金県李氏宗族の長老の話しを聞き、その李氏宗族が持っている機能118を聞い

た。また、民族成分変更政策に対する宗族内部の考えも聞いたが、宗族内部には「民族成

分変更その行為は支持しないが、反対もしない」という方針を持っている。このように成 

 

                             
118 機能は ①教育への支援、②遵法の大切さを宣伝する、③隣人間の喧嘩を調停する、④家族内部の衝

突を調停する、⑤事故や災害があった人への経済的な支援。 

明代万暦 清道光年間 清末民国初 現在

五顕神と服装がアイデンティティ構築への影響力

五顕神 服装
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員への強制力がほぼない、明確な施設119も欠いている、成員は織金県県内の各郷鎮に分散

居住している李氏宗族は、穿青人アイデンティティの維持にいかなる影響を与えているの

か。宗族の成員である李燕萍は、民族成分にこだわらないが、「宗族の長老たちが民族成

分を変えなければ、私も変えない」と話した。この話しは、宗族が無形の影響力を持って

いるといえるのだろうか。 

今回は時間の制約で、宗族の成員への取材や、李氏宗族の年末会議に参加できなかった。

そのため、宗族がアイデンティティに影響する可能性があると気づいたが、どのくらいの

影響力を持っているのかは明らかにできなかった。この点も、今後の課題の 1 つになる。 

最後に、他の民族と同様に、現代化に伴い、穿青人の文化は衰退してきた。インタビュ

ー結果のように、若者の中には五顕神を知っている人が少なくなってきた。彼らは五顕神

を特別なものとして見ておらず、今後五顕神の祭祀が続けられるのかが 1 つの課題にな

ってくる。また、道士の伝承も 1つの問題となっている。道士は子相伝でやっているので

はなく、個人の希望があれば、師匠に教えてもらえる。しかし、現在道士の収入が少ない

ので、道士に従事しようと思う人は少ない。このように五顕神と服装の 2つのエスニック

シンボルとも消滅したら、その時穿青人のアイデンティティは維持できるのか。他の民族

の例から見れば、エスニックシンボルがなくなる際、アイデンティティを維持するために、

その集団の知識人は「文化復興運動」を行い、若者に自民族の文化を宣伝する動きがある。

穿青人の場合には、民族成分に関して集団内部の意見が統一されていないため、その時に

なったら、アイデンティティを維持させるために、「穿青人文化復興運動」は行われるの

かは 1つの疑問である。 

 

  

                             
119 宗祠の建造は政府から禁止されたため、李氏宗族支系は宗祠を持っていない。また、固定的な事務

所（室）も持っていない。 
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120 出典 陳宏枢編（2004）『穿青人歴史与文化』。 
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